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分権時代における自治体法務に関する考察
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はじめに

地方分権は，自治体に何をもたらすのか。答え

は，自治体自らが握っているのだろう。戦後半世

紀を超え，日本社会は大きく変貌し，自治体も幾

多の時代の荒波にほんろうされながらも自治を支

え，文明社会を築きあげてきた。しかし今，予想

だにせぬ激変に遭遇し，これまで営々として築き

あげてきた社会経済システムでは限界があり，大

きなパラダイムの転換が求められているのであ

る。

分権時代において自治体の自立を主張できるも

のは，法治主義からくる法的論証であり，自治体

の法務が自治体の正当性を担保しうるものである

と思う。今後，その視点を重視した自治体法務論

の役割が特に重要であると考える。その自治体法

務論を考察しながら，小規模自治体の法務がどう

あるべきか，その支援という観点からの考察が重

要ではないだ、ろうか。

具体的には，第 1章では，自治体法務論の考察，

自治体法務の現状とその問題点について考察す

る。第2章においては，自治体職員に対して行っ

た意識調査の現状分析を踏まえ，自治体法務へ取

り組むための前提となる条件を提示する。第3章

では実際に行われている先進的な取り組みについ

て検証しながら分析を試みる。そして，最後の第

4章では分権時代を担う小規模自治体の姿勢と自

治体の法務を支える仕組みについて示し，.自治体

法務支援室」構想、を軸に自治体法務のあり方を考

える。なお，本稿中，自治体とあるのは，一般に

基礎自治体(市町村)を指すこととし，必要に応

じて都道府県，市町村と使い分けることと，小規

模自治体とあるのは，第1章で述べる自治体を指

すこととしたい。

第 1章 地方分権時代における自治体法務

第 l節自治体法務論

| 自治体の自律

今，自治体に求められているものは自らの地域

を見詰め直し，真に「自律」するということであ
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る。ここでいう「自律」とは，固からの自立ばか

りをいうわけではない。すなわち，.自らの地域」

の問題を発見し，そのルールを明確化させ，自ら

の行為に基づいて解決していくことである。自治

体は地域主体の自治の再構築に取り組んでいく必

要性に迫られている。

具体的に自治体が「自律」するためにどのよう

な手法が考えられるのか。筆者は「自律」するた

めの手法として，自治体法務が重要であると認識

している。特に，法務を担う組織基盤が弱いとさ

れる小規模自治体の法務の現状を検証しながら，

小規模自治体の法務のあり方について考察する。

2 政策法務論と自治体法務論

自治体の法務を検証するにあたり，まず政策法

務論を考察する必要がある。

政策法務論は， 1960年代の日本経済高度成長期

における都市問題を解決するため，都市部の自治

体が「要綱」という形で裏付けをしたのが始まり

といわれている。

しかし，要綱に基づく行政指導による規制は法

的に問題があるとされ，.東京都武蔵野市の宅地開

発指導要綱に基づく上水道給水等拒否処分事

件J(1)が起きた。これを契機として，政策的には問

題がなくても，法的に問題があれば，政策の実現

へつながらないという考え方，つまり政策法務論

が頻繁に議論されるようになった。

現在も政策法務論は，自治体は独自の政策を持

つべきであると主張し，その政策を実現するため

の法的な工夫が必要であるとする理論(武蔵野学

派)，既成の行政法理論の改革を志向論的に提示す

る理論(行政法学改革派)，職員にどれほど市民へ

奉仕する法知識があるのか，どれほど法的感覚が

備わっているのかを吟味し，政策法務を支える法

務の組織や人材がどのような実状にあるのかを問

題にした理論(研修改革派)など(ヘさまざまな志

向，視点によって，研究が進められている。さら

に，そこから政策法務論を発展させた自治体法務

論も生まれている。

次に自治体法務論についてみてみる。自治体法

務論は自治体の運営の基本としての自治体政策に



ともなう政策法務と，自治体が直面する裁判をめ

ぐる訴訟法務からなると定義され(九自治体に特

化した議論である。さらに木佐教授は自治体にお

ける実務での法務的思考の重要性を指摘し，特に

日常での実務に法的な面から焦点をあてる必要性

を説いた。

具体的に自治体法務と政策法務はどう違うのだ

ろうか。政策法務論は一つの政策の実現に対し，

法的な戦略に基づき行われる立法論，解釈論を展

開する行政活動であり，自治体に限らない。それ

に対し自治体法務は，自治体に特化し，実務，特

に自治体の日常の仕事に.も法的思考が必要であ

り，市民のための自治体の法務的行政運営が不可

欠としている。しかし，政策法務論と自治体法務

論は明確に峻別される概念ではない。白治立法の

制定など共通する部分も多く，自治体法務論の中

に自治体レベルの政策法務論が包含されていると

解釈すべきであろう。さらに，木佐教授はこのよ

うな着眼点のほかに，多くの自治体職員には十分

な法的素養が備わっていないという面を指摘して

いる。そのためには，もっと自治体法務に関する

研修を充実させることが不可欠であり，自治体職

員の能力の向上が重要であるとしている。

本稿において I自治体法務」という用語を使用

する際には，木佐教授が提唱する自治体法務論を

念頭におくこととする。

3 自治体法務論の重要性と課題

現代は，社会基盤整備の充実，社会の成熟化，

多様化した社会，経済の低迷による財政基盤の弱

体化などによって，国の指導による画一的な行政

運営では対応しきれない状況になっていると感じ

る。さらに，分権改革で自治体の仕事のあり様の

変化が求められている。そういう状況の下であら

ためて自治体の自主性が問われ，情報の開示や明

確なルールづくり，法的な意味をもっすべての仕

事に対する理論的な説明が必要となっていると感

じる。これらのことからも，自治体法務論の概念

は実務において有用かつ重要である。特に，小規

模自治体は，自治体法務論を積極的に進めること

によって行政基盤の強化を図っていく必要がある

分権時代における自治体法務に関する考察

のではないか。

しかし，現状では小規模自治体が自治体法務論

を実践していく上で障壁がある。積極的に自治体

法務論を推進するための専門組織を設置して，対

応したとしても，配置する職員にも限界がある。

また，自治体規模に応じて職員も少なくなり 1

人の職員が抱える仕事の範囲は広範になる傾向が

強く，その責任の度合いも大きくなる。条例審査

の担当者も当然少人数で広範な仕事を抱えながら

行っているのが現状である。また，小規模な自治

体においては，訴訟に対応した体制がほとんど整

備されていない。何かことが起きてから，準備態

勢を整えるのでは，準備不足は否めない。

これらの課題を解決するために，自治体が法務

を取り組む場合に重要だと思われる点，①自治体

の透明性と住民の権利保護②日常的法務活動の重

視とその明確化③自らの自治体や周辺地域の特性

の把握と「攻めの法務」及び「守りの法務 j の重

視の3つを指摘しておきたい。

自治体は自らが持つ情報を常に公開し透明化を

図り，住民に対する民主性の確保の側面から，住

民の地域における権利を明確にする必要がある。

そして，職員がル)チンワークの中でいかに法的

思考や感覚をもち，養っていけるか。ルーチンワー

クの中に，どの程度法的な思考が必要であるか，

常に明確にしておく必要がある。最後に，自らの

地域や境界，近隣町村でどのような状態にあるの

か把握しておく必要がある。そのことによって，

最終的に法が自治体を守ることにつながる。逆に

地域の実状を把握しておくことにより，積極的に

他に対抗できる手段を確保しておくことができ

る。これらは，今後自治体運営の中で特に重視す

る必要があるものと考えている。

第2節 自治体法務の実践的問題

| 地方介権一括法での自治体の対応

「第三の改革」と称される分権改革により，自治

体では多くの条例等の制定，改廃等の作業を行い，

地方自治体の自立する環境の整備を行うことと

なった。しかし，その準備作業においての自治体
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の気概も二手に分かれた。 1つは，これを契機と

して積極的に乗り切ろうとする自治体， もう 1つ

は，なんとか他力を使っても現状を乗り切りたい

とする自治体である。結果的にみると，他力を使っ

て現状を乗り切りたいと思う自治体がほとんどで

あった。

では，今回自前で作業を行った自治体は大規模

自治体だけだったのであろうか。北海道(178町

村)の例でみると，自前で、行った 48町村(27.0%)

のうち 1万人以下の人口規模の町村が33町村

(人口 1万人以下の 146町村の23.2%)である。さ

らに 1万人以下の人口規模かっ一般行政職員数が

100人以下の町村は 18町村であった。このような

結果から今回の法改正への対応において，自治体

規模と民間委託とは必ずしも一致しないというこ

とがわかる。つまり，一概に自治体の規模や組織

形態が小さいという理由で，対応ができなかった

ということはいえない。

自治体の法務は規模や組織体制に左右される部

分はかなりあるとしても，実際に運用する段階で

は自治体の取り組む姿勢というものが非常に重要

になってくるということである。特に自治体職員

の法務へ取り組む姿勢は今後重要でトあろう O ここ

では，地方分権一括法への対応から自治体の動向

をみてきたが，これらは本来，ルーチンワークの

中で必要とされている。つまり，自治体の活動が

法によって規律されなければいけないという「法

治主義」の原則が存在し，自治体職員の活動もそ

こに規律されている。地方分権時代における自治

体は特に「法治主義」を念頭において活動すべき

であり，自治体政策の実現，地域保全のための手

段として法務重視の姿勢へ変更していかなければ

ならないと感じる O

2 地方介権一括法が自治体にもたらすもの

地方分権一括法の施行で自治体の役割が大きく

変わろうとしている。今回の法改正は，自治体の

「責任」を明確にし，自治体の役割を下請機関から

自治を担う主役へと変貌させた。特に法定受託事

務においても自治体が訴訟対象となってくるとい

うことに注目すべきであろう。今までのような，
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国の事務だから，国に任せるというわけにはいか

ないのである。これからは自治体は職員のルーチ

ンワークにおける法的性格を明確化して，今まで

の仕事に対する考え方を変えていく必要がある。

また，自治体と国の関係が形式上，対等関係に

なり，当然，解釈などの相違が生じ，固に対し何

らかの対抗処置をしなければならない。今回の地

方自治法の改正で，園地方係争処理委員会，自治

紛争処理委員制度が設置付)され，国や自治体聞で

万一紛争が生じた場合に処理できる体制が整っ

た。ただ，この紛争処理体制には，実効性や公平

性などさまざまな問題が提起されており，今後の

動向が注目されるが，現実に紛争処理になる前に

は当然，国，自治体間で何らかの調整が必要とな

る。実際の紛争処理よりも事前調整・折衝時にお

ける自治体の姿勢の重要性の方を指摘しておきた

い。この時，いかに自治体側が自己主張できるか

が問題で，法務能力が問われる場面であると考え

る。

また，民間企業でも法務の重要性を認識し，積

極的な取り組みを行っている。さらに，住民， NPO

なども法的な手段により問題を解決しようとする

動きが活発化している。このように自治体を取り

巻く法務の環境は激変している O これらに対応す

るため，自治体は法務に対するイノベーションが

必要で、ある。今までの，法制という固定した観念

ではなく，法社会に位置する自治体として，あら

ゆる場面で法的な議論，主張ができ，積極的に法

務を駆使する姿勢に変えていく必要がある。

このように分権改革など自治体を取り巻く法務

環境は大きく変貌しようとしている。自治体はこ

れらに対応するため，自治体職員の意識を分権型

へ転換していく必要がある。

3 住民と職員の視線の違い

住民との信頼関係構築にあたって，住民と自治

体職員の視線の違いを指摘しておきたい。住民の

視線には，生活と仕事という 2つの視線が存在し

ている。しかし，自治体職員は生活と仕事の視線

が重なっている面が大きい。つまり，住民の仕事

の環境は行政の仕事のカテゴリの中とは異なる状



態にあり 2つの視線が存在している。そのこと

を自治体職員は強く認識する必要があるのではな

いだろうか。

どんなにまちづくりへの住民の参加を行おうと

しても，住民と職員の視線がずれている状態の中

では住民の参加は望めない。自治体職員は，ルー

チンワークから自らの視線を住民の視線にあわ

せ，自らの自治体で今どのようなことが課題と

なっているのか，方向性はこれでいいのか，検証

を行うことが必要である。そのために，積極的に

住民と関わり，住民のニーズがどこにあるのか，

/レーチンワークの中で明確にしておく必要があ

る。そのため，自治体職員は自らの自治体におけ

る情報を公開しながら，住民からの苦情や意見な

どを把握しておく必要がある。住民情報を自ら積

極的に吸収し，そのデータに法的な裏付けを施し，

明確な目的が設定された仕事を行うことによっ

て，行政に対する信頼感や住民のまちづくりへの

協力が促進されるのではないだろうか。つまり，

分権時代にふさわしい住民と行政の新しい関係を

構築する前提条件として，積極的に行政情報を開

示する必要性があれ行政活動が実際にどのよう

に行われ，どのような効果があるのかをきちんと

住民に説明することが重要である。

4 ルーチンワークでの問題意識の欠如

地方分権一括法はどちらかといえば，国の法改

正に伴う自治体への影響であった。しかし，その

ような作用のほかに，自治体を取り巻く法的環境

が日常の中に存在する。特に自治体職員はルーチ

ンワークでこのことを十分認識しておく必要があ

るのではないだ、ろうか。ルーチンワークで問題の

発見が遅れ，さらにそれを放置しておけば，当然

大きな事件となって跳ね返ってくることも予想さ

れる。ささいなことでも，法的思考を働かすこと

で，大きな事件へ発展することを事前に防ぐこと

ができるものである。職員は常にルーチンワーク

において意識を持って問題の発見をしていく必要

がある。そのよい事例として，職員の問題意識の

欠如が原園だと思われる判例を検証する。

山形県余目町で起きた個室付浴場事件である。

分権時代における自治体法務に関する考察

この事件は， 1968年に余目町に個室付浴場を営業

しようとしたことに対し，県，町，住民などが一

丸して反対し，近くにある廃校した小学校グラン

ドを急逮，児童遊園に衣替えをさせ，その営業を

阻止しようとしたものである。最高裁は，この児

童遊園設置認可処分は山形県と余目町が意思相通

じて個室浴場の営業を阻止・禁止しようとしたも

ので，目的違反・不正な動機によるものであると

して「行政権の著しい濫用」と判断した叫

自治体は自らの地域がどのような法的環境にあ

るのか，どのような問題の発生が予測されるのか，

地域の課題として明確にしておく必要があるので

はないだろうか。自治体職員がルーチンワークで

の問題意識を常にもち，自ら自治体の実状を把握

して，何か事件が起きれば，それに対応するため

の資料をきちんとまとめておく必要がある。その

点で，問題の発見をどのような形で行うのかは，

今後十分に考察しておく必要があるのではないだ

ろうカ〉。

5 小規模自治体の法務能力向上の問題

自治体が分権型自治体へ転換する上でその自治

を担う職員の能力向上は避けては通れない。小規

模自治体職員の仕事の守備範囲は広く，幅広い能

力が求められてきた一方，浅い知識しか身に付か

ないとの批判もあった。また自治体職員には基本

的な術が身に付いていないとの指摘もある。地域

総合研究所の斎藤睦氏は自治体職員のごくささや

かな日常のコミュニケーション技術の欠如を指摘

している(6)。この「職員のごくささいな」技術とい

う点が重要であり，特に小規模自治体の職員に

とってその技術が不足していることを指摘してお

きたい。ルーチンワークでの職員の問題意識の欠

如から発生した行政事件のことを考えれば，ルー

チンワークにおけるちょっとした視点の欠如が大

きな事件へとつながる問題であることは十分認識

しておく必要があるだろう。法務の面でも，この

「ごくささいな」という視点は重要でbある。つまり，

ルーチンワークの中に小さな技術を身に付けるこ

とにより仕事の仕方が大きく変わったり，効率化

されたりするものではないだろうか。このような
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「ごくささいな」技術を初期の段階で習得しておく

ことは，仕事の効率化へもつながる。ささいなつ

まずきが，その後の仕事に影響することは少なく

ない。このようなルーチンワークでの問題を念頭

におきながら今後の自治体職員の法務能力向上を

図っていかなければいけないだろう。

第3節 自治体の規模と小規模自治体の法務組織

自治体といっても，日本には3，229の基礎自治

体(特別区は除く。)が存在し，人口規模で比較し

てみると，日本で一番大きな基礎自治体は横浜市

の342万人で，一番小さな基礎自治体は，東京都

青ヶ島村の 226人とかなり大きな聞きがある (7)。

つまり，自治体法務が重要といっても，自治体の

規模によっては，当然自治体法務への取り組みに

も違いがでてくる。

人口的，組織的な自治体規模の問題が自治体運

営においてどのような影響があるのだろうか。小

規模自治体のメリットとして，①住民にとってき

めの細かな行政サービスが提供できる②情報の伝

達および広聴の迅速性③意思決定の迅速性などで

ある。逆にデメリットは，①専門性(専門スタッ

プ数)の確保が容易ではない②財政基盤が不安定

であるなどが考えられる。これは，大きな組織に

おいては逆のメリット，デメリットがあるわけで，

組織体制の整備だけでは自治体の適正規模を確定

することはできないと考える。しかし，今まで，

このようなメリット，デメリットの{乍用によって

自治体の法務組織が発達しなかったことは容認で

きるとしても，今後は自治体の規模に関係なく，

社会の成熟化，つまり全国的に都市型社会の生活

への変化，情報化，住民意識の多様化が急速に進

化することに伴い，暖昧なシステム運用から明確

なルールづくりが要請されてくる。さらに，地方

分権の推進により，機関委任事務の廃止，条例制

定権の拡大，財政の逼迫から自治体の責任が大き

くなり，法務が担う側面が大きくなるのではない

だろうか。これらの法務組織をどのように再構築

していくかは，今後，大きな課題となってくるだ

ろう。
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では，小規模自治体の法務組織がどうあるべき

か。一般的に自治体規模は法務組織の設置状況に

比例しており，小規模自治体が法務組織を設置し

難い状況にあるが，小規模自治体は自らがもっノ

ウハウを駆使し，小規模自治体側が努力する必要

がある。当然，小規模自治体が自立し，自治立法

を含む自治体法務を推進していくためには，自治

体内部での努力や自治体聞での連携への模索，都

道府県の小規模自治体への支援なども含め，その

法務体制をどのような形で整えていくべきか，検

討していく必要がある。

このような視点を交え，自治体規模を検証した

結果，本稿で小規模自治体という用語を用いる場

合は次の点を考慮して，使用することとする。

① 小規模自治体とは人口が2万人未満かつー

般行政職員数が150人未満の自治体とする。

② 市に準ずる町村としては人口が4万人以上

の町村または一般行政職員数が200人以上の

町村とし，原則小規模自治体とはみなさない。

③ 上記以外の町村については，小規模自治体

に準ずる町村とする。

第 2章 小規模自治体の法務の現状とその分析

第1節町村職員の意識の現状

| 調査対象

自治体職員はルーチンワークをどう考え，どう

いった方向に意識しているのか。今後，どのよう

な面を考慮する必要があるのか，その調査をもと

に検討する(調査時期は 2000年10月)。調査は表

1の自治体に対して行った。一つの自治体で30人

の一般行政職員，合計300人中295人から回答を

得た。構成は主事クラス 135人(45.8%)，係長ク

ラス117人(39.7%)，管理職クラス42人(14.2%)，

無回答1人 (0.3%)，うち男性219人 (74.2%)，

女性75人 (25.4%)，無回答1人 (0.3%)で，勤

続年数別には3年未満29人(9.8%)， 3 年~5 年

未満 17人 (5.8%)， 5 年~10 年未満 42 人

(14.2%)， 10 年~15 年未満 41 人(l3 .9%) ， 15年

~20 年未満 44 人(14.9%) ， 20年以上121人

(4l. 0%)，無回答1人 (0.3%)であった。



表1 意識調査自治体一覧

都道府県 町村 人口 一般行政職員数

北海道 A町 17，928 177 

北海道 B町 5，339 93 

北海道 C町 4，084 87 

青森県 D村 5，051 60 

福島県 E村 7，219 74 

栃木県 F町 17，682 124 

富山県 G町 1，111 58 

愛知県 H村 1，387 36 

大分県 I町 8，966 131 

熊本県 J町 4，718 77 

2 政策に対する意識

最初に，自治体職員が所属するまちの政策の方

向性の認知度を聞いた。一番多かったのは「だい

たい知っている」という回答で， 152人 (51.5%)

であった。自分たちのまちがどのような方向を目

指してまちづくりを行っているのかJ全部知って

いる」または「ほぽ知っている」と答えた職員と

「自分の仕事に関する部分は知っている」または

「ほとんど知らない」と答えた職員の割合は 6対 4

である。つまり，半数以上の職員はまちの方向性

について，まちが進めている政策に注視しながら

仕事を進めているといえる。しかし，問題なのは，

約4割の職員がまちの政策の方向性に対してあま

り関心を寄せていないことである。なぜ，あまり

まちの政策の方向性を気にしていないのかは，こ

この設問では明確ではないが，まちの行政を担う

職員はまちの全体的な政策の方向性を意識して自

分の仕事を進めることが必要ではないだろうか。

次に，自分が担当している仕事について自分が考

えている方向に向かっているか聞いてみた。「思

う」と回答した職員は，わずか40人 (13.6%)で

ある。「長い期間を要すると思う」と回答した職員

が一番多く 121人 (41.0%)である。 2番目に多

かったのが「少しは思う」で113人 (38.3%)だっ

た。担当している仕事の内容に差があるのかもし

れないが，全体としていえることは，職員が長い

時聞をかけなければ乗り越えられない壁があり，

分権時代における自治体法務に関する考察

長期的に進める必要性があると感じていることで

ある。

で、は，その壁とは何であるのか。それらの壁を

探る設問として，まちの政策実現のために一番大

事なものが何であるか聞いてみた。「住民意識や住

民協力」が159人 (53.9%)と一番多い。やはり，

基礎自治体としての意識が職員の中に浸透してお

り，住民を主体とした参加型行政運営を行おうと

する考えが半数以上を占める。次に多かったのが，

行政内部の課題である。「計画性」が49人(16.6%)，

「首長や行政のリーダーシップ」が40人(13.6%)，

役場内部の連携36人(12.2%)，あわせて 125人

(42.4%)となっている。これは，職員の行政運営

の拠り所として住民の意識や協力を求めている一

方，行政内部のシステムの改善の必要性を強く意

識したものとして捉えることができる。この中で

注目したいのが，条例などの法整備(制度担保)， 

法務などの法的分野について，重要と回答した職

員がいないことである。他の回答と比べると，政

策実現の手法として法制度の整備が重要性という

意識が薄いといえるのではないだろうか。その他

では，職員の感性(1人)と行政のバランス感覚

(1人)という回答もあった。

このように，自治体職員の意識の中には，政策

と法務は別の分野として捉えている傾向があり，

政策と法務を一体として考える政策法務という面

を意識しながら仕事へ取り組もうという意識が希

薄化しているのかもしれない。

3 法務に対する意識

自治体職員は法務に対してどう感じているの

カ当。

法務に対する意識調査として 3つの視点から

質問した。 lつは，法務(法制)研修という側面，

2つ目はルーチンワークにおける法務に対する意

識，最後に法務相談の現状と課題についてである。

まず，法務(法制)研修の受講度であるが，法

務(法制)研修を受講したことがあるかの問いに

「ある」と回答した職員は， 94人(31.9%)に留まっ

た。逆に「ない」と回答した職員は201人(68.1%)

で，意外にも法務(法制)研修を受講している職
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員が少ない。この設問では調査対象町村の研修の

受講度はわからないが，法務(法制)研修の受講

度は高くなく，現状として自治体の法務(法制)

研修への取り組みが積極的であるとは言い難い。

では，法務(法制)研修を受講する機会がない

という中で，ルーチンワークでの法務(法制)の

対応に職員が現状の法務(法制)研修で対応でき

ると考えているのかどうか。自分の自治体の法務

(法制)研修が十分であるかの設問に対し I十分

でない」と回答した職員は260人 (88.1%)で，

約9割にのぼっている。このことから 2つのこ

とが推測できる。つまり， 1つは潜在的に法務(法

制)に対する不安があるということ，もう 1つは

日常であまり法務に携わる機会がなく，技術力が

十分備わっているかどうかわからないという側面

である。俄仕込みの研修では技術力の向上につな

がらないとみているのではないか。

それでは，実際に条例づくりに町村職員がどれ

くらいの割合で携わったことがあるのだろうか。

「ある」と回答した職員が171人 (58.0%)で Iな

し)J と答えた 123人 (41.7%)を上回った。しか

し，職員で条例に携わったことがない職員が全体

の約4割に達しており，意外と職員が条例づくり

に携わる機会が少ないと思われる。研修とルーチ

ンワークの両面で，職員の法務能力向上へつな

がっていないことが窺える。また，職員が条例制

定に携わっても，町村の事務が国や都道府県の政

策や法令を拠り所として事務を行ってきたことか

ら，職員法制技術の向上につながっていないため，

法務に対する不安が残っていることが推察され

る。

研修や実務の現状を踏まえた上で，実際に分権

へ向けて自分自身の法制技術の力量をどうみてい

るのか。「技術は十分だと思う」がわずか 16人

(5.4%)である。「技術が十分だと思わない」が278

人 (94.2%)という圧倒的な結果がでた。これは，

先の設問でみた研修に対する問題意識と実務面で

の2つの面から，自分自身の法制技術の未熟さを

自認しているように思われる。研修を受けても，

それをフィードパックする場面がなかったり，逆
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に必要とする場面に直面しでも，法務研修を受講

してからしばらく研修での技術を使う場面がな

く，忘れ去られて，うまく対処できなかったり，

これらが繰り返され，職員の中に法務を苦手とす

る意識が根付いたのではないかと推察できる。

そこで，ルーチンワークにおいてもこの傾向が

表れているのか，ルーチンワークでは法務をどの

ようにみているのかという視点から，政策と法務

のどちらを意識して仕事をしているか聞いてみ

た。「政策」を意識している職員が208人(70.5%)

と回答し I法務」と回答した職員85人 (28.8%)

を大きく上回った。特に小規模自治体の職員は住

民から投げかける問題を法務以外の解決方法で解

決することを優先に考えていたのではないだろう

か。逆に，同じ問題が発生しても法務的な手段を

用いなくても解決できた状況があったため，必要

に迫られなかったのではないだろうか。このこと

が，あまり法務を意識していない理由ではないだ

ろうか。

次に職員が「政策」に強い意識をもって仕事を

しているとしても，実際に仕事をする上でどちら

が難しいと感じているのか聞いてみた。政策と答

えた153人(51.9%)が法務と答えた137人(46.4%)

を多少上回った。社会情勢などの変化によりさま

ざまな課題が起こってきていることを反映して，

政策の難しさを認識しているのではないだろう

か。さらに，仕事意識が政策面に集中している割

には法務を難しいと感じている人の割合が高く，

法務に対する苦手意識が職員の中に潜在的にある

のではないだろうか。相談事例の多さでも，法務

の割合が高い。政策面で相談したい事例が多いと

答えた職員が145人 (49.2%)に対し，法務面で

相談したい事例が多いと答えた職員が144人

(48.8%) と法務での相談が多いことを示してい

るo これらの設問は単純に二者択一としたため，

その詳細はわからないが，自治体職員の仕事の意

識が政策へ向けられていることからも，本来政策

への相談件数が多くなるはずである。しかし，回

答が割れた原因に法務は難しいと感じている職員

の潜在的な意識が働いたものと感じる。法務につ



いてどのような意識があるのか。相談する上で法

務が難しいと回答した職員は 171人 (58.0%)で，

政策の 113人 (38.3%)よりかなり多い。具体的

にはどう難しいのかははっきりしないが，職員の

自己意識の中に法制技術が身に付いていないとの

意識があり，職員の中に取り組み難いと感じてい

る意識が潜在的にあると思われる。

では，具体的に自治体の法務に対する支援組織

が必要でbあるか，小規模自治体の職員はどう考え

ているのか。自分のまち以外で条例づくりのため

に相談する機関が必要と答えた職員は224人

(75.9%)で，必要としないと回答した職員は68人

(23.1%)である。必要でないという職員には，今

までの回答結果をみた限りでは 2つの考えがあ

るのではないだろうか。つまり，ルーチンワーク

で政策面をかなり重視するから，あまり法務を意

識しなくてもやっていけると考えた職員と相談機

関に頼らなくてもやはり自前で法務をやるべきと

の自律意識が強い職員の 2つの考えを有する職員

が存在しているように考えられる。

相談機関が必要とした場合，どこにその相談機

関を設置すべきかを聞いた。これは，必要ないと

答えた職員にも，仮に設置すればという前提で聞

いた。都道府県と答えた職員が113人 (38.3%)

でトップ 2番目に多かったのが広域連合等と答

えた職員で79人 (26.8%)，次に町村会で72人

(24.4%)だった。自治体職員は都道府県にかなり

の法務のノウハウがあると認識し，都道府県にそ

の役割を期待しているのだろうか。都道府県は，

広域自治体として複数にまたがる自治体の共通し

た課題に対しては法務支援も考えていく必要があ

ると考える。また，広域連合などと答えた職員に

は，周辺の自治体が集まり，研究会などを設置し

て行うべきだとの意見があった。町村会と回答し

た職員が2割程度というのは，今まで町村会の役

割として政策面で活動することが多かったため，

町村会が法務支援という仕事をすることに違和感

をもっ職員がいるのではないだろうか。

最後に，自治体職員に政策法務という用語が小

規模自治体，特に法制担当職以外に浸透している

分権時代における自治体法務に関する考察

のか聞いてみた。地方分権が叫ばれ，自治体の法

務に関心が高まる中，自治体，特に小規模自治体

の職員はどれぐらい政策法務に関心があるのかと

いう疑問からこの調査を行った。知っているとい

う職員は， 98人(33.2%)，知らないと答えた職員

が193人 (65.4%)となった。この結果から，こ

れだけ地方分権とともに政策法務という用語が頻

繁に登場している割には，浸透度がかなり低い。

このことは小規模自治体の職員にまだまだ政策法

務論の概念が浸透していないことを意味してい

る。これらの結果を踏まえ，今後自治体の法務を

どうすべきであるか考えてみる必要がある。

総じて，地方分権という流れが，まだまだ川、規

模自治体の職員には伝わっていない，特に分権時

代を受けて，何をどうすべきか，今何が必要であ

るか十分議論していく必要があるだろう。この調

査で政策法務を知っている職員と知らない職員で

は分権に対する見解が少し分かれているようであ

る。知っている職員は分権だからこそ政策法務，

自治体法務が必要との認識にたち，その課題の解

決の糸口を政策法務，自治体法務に見出そうとし

ているのではないだろうか。

第2節 自治体法務に取り組むための前提条件

| 積極的な住民と自治体の関係の構築

ここでは，実際に住民と自治体のよりよい関係

をどのような形で構築していく必要があるのかと

いうことを考察する。住民の視線にあわせて，住

民本位の事業を行うことは当然であるとしても，

住民本位の行政運営を行っているという「思いこ

み行政活動」では住民には理解されない。行政活

動を住民に知ってもらい，情報を共有する」こと

が重要である。そこで，最近日本の企業で多く行

われている 'IRJ(インベスター・リレーション)

活動を参考にして，行政と住民との関係を考える

こととするヘ

'IRJを行政と住民の関係からみてみると，行政

は情報開示が行政活動の弊害となると考えない

で，逆に情報開示など積極的に促進して，住民と

の信頼関係を築くことにより，さらに良好な行政
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活動を行うことへつなげる活動をいうのではない

だろうか。例えば，行政が企業で，住民が投資家

となぞらえて，住民は行政に一定の興味のある事

業に関心を寄せているとすると，その情報には敏

感に反応する。しかし，それにもし，隠された情

報が存在したり，わかりにくい情報が提供された

りしたら，住民が得る情報量が少なくなり関心が

薄れ，住民と行政との距離は遠くなるだろう。さ

らに，もし住民に隠された情報があると知れたと

きには，行政に対する不満が増し行政への信頼は

失墜する。それを防ぐためには，行政活動の実績

や将来的な計画などの正確な情報を開示して，住

民とのコミュニケーションを強化し，住民本位の

行政活動を行う必要がある。

そこで，行政活動における'CRJ(シビル・リレー

ション)活動の強化を提唱したい。'CRJ活動とは，

行政が住民に正当な行政活動への評価及び、信頼を

得るために財政を基本とした行政活動と住民との

コミュニケーション機能を結合して行う積極的な

情報開示活動と定義したい。総合的な行政活動を

展開するためには，情報開示に基づく住民理解が

必要である。さらに，一方的な情報開示ではなく，

双方向性をもつものでなければいけない。

'CRJ活動を活発化させたい理由は①社会の成

熟化と自治体の自律の要請(地方分権)②住民重

視の動向(住民参加，住民投票)③自治体の連携

(広域連携，合併)④自治体の自己責任原則(自己
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①相手の知識・意識レベル

情報ニーズに合わせた政策の立案

②企業会計手法の採用

③コミュニケーションチャンネル確立と

その有効利用

④協力機関の有効活用

⑤ディスクロージャーの基準の設定

地域特性に合わせた展開

図 1 'CRJ活動概念図

決定，自主解釈)⑤地域性強調である o これらの

理由をもとに 1つの試案とその概念図を提示した

い(図 1)。自治体の柱を自治体政策，自治体法務，

自治体財務とする。行政と住民が 'CRJ活動を行

うための施策を 5つの視点から設定し，住民へ積

極的にアプローチして，行政と住民との新たな信

頼関係の構築を目指すものである。住民と行政は

住民による行政評価という面で一定の緊張関係に

位置する必要がある。しかし，一方で行政は住民

との積極的なコミュニケーションを推進し，住民

が幸せになるために何を行うかという，行政活動

が求められているのではないだろうか。そのため

には，住民と行政の信頼関係の構築が何よりも重

要である。

2 目標の設定のプロセス

小規模自治体職員は，ルーチンワークの中で，

どのような視点から問題の発見を行っていかなけ

ればいけないのか。

自治体の仕事は基本的に， 'Plan-Do-SeeJのサ

イクル，つまり政策の立案，その執行，そして評

価というサイクルで進められている。このサイク

ルの中で，政策法務の位置付けは， Planの部分に

当たる。Planは①目標の設定②現状の分析③法的

制度の設計のステップからなっている(九小規模

自治体では，原課の担当職員がこの Planの部分

をほとんど 1人で設定するということがよくあ

る。そして，その Planのたたき台をつくり，具体

的検討が行われる。つまり，その原案を作成する

担当職員の責任はかなり重い。

これらのことからも自治体にとっては，自治体

の実状にあった，住民が評価できる内容のものを

具現化するための目標の設定のプロセスは特に重

要であると考える。筆者は目標設定が①問題の発

見②政策課題の設定③選択の3つで構成されてい

ると考えている(10)。

どのようにしてその問題の発見を行うべきか。

住民と行政の信頼関係の構築だけでは，潜在的問

題の発見は望めない。自治体職員は地域にどのよ

うな問題があるのか，絶え間なくまちをみる努力

が必要ではないだ、ろうか。知らないで物事の目標



を設定するほど，初歩的かつ重大な誤りはない。

次に，日常の中で問題を発見しでも，すべて解

決できるものではない。行政として解決を図らな

ければならないものや行政以外で解決すべきもの

を判断し課題として取り上げる必要がある。

課題の設定により，次にどの課題から解決して

いくかとし寸問題が発生する。内容を分析して課

題に対して優先順位を決め，解決へ向けアプロー

チしていく必要があると思われる。これが，選択

である。選択の方法はいろいろあるが，緊急性の

高いものや重要なものなど，基準を設定して行う

ことが重要でトある。基準が設定できないときは，

自治体職員として自分がもっている知識や判断能

力を駆使しながら課題の選択をすることが必要で

重要である。選択という行為は，このほか，さま

ざまな場面で要求されるが，常日頃より選択する

ための判断能力の養成は欠かせない。

小規模自治体の職員は目標設定プロセスを十分

に認識しながら進めなければ，規模が小さいだけ

にその影響も計り知れない。また，これらは政策

形成だけの問題と捉えることはできない。問題の

根元を掴むことは，その解決へ向けて法的な検討

が必要であるかどうかということにもつながり，

法務おいても重要な問題であると考える。特に小

規模自治体では，法的な考察を政策形成された時

点から行うのでは職員の数が少ない点からも非効

率である。

3 柔軟な法務組織の体制の必要性

法務組織体制の整備は緊急であり重要とされて

いる。特に小規模自治体においては法務組織の設

置度が低いため，組織内に単独の法務課や法務室

などの早急な設置が叫ばれてきた。しかし，自治

体が解決しなければいけない課題が多く，優先的

に単独の法務組織の設置は難しいとの判断から，

今までも法務組織設置へ向けた動きはあまりみら

れない。では，如何にして小規模自治体の法務を

支えていくべきか。地方分権一括法での自治体の

対応をみると，基本的に自治体の根幹である条例

案の作成などの仕事を外部委託することは，その

自主性が問われる問題であると思うが，仮に外部

分権時代における自治体法務に関する考察

の力を借りるにせよ，自主d性を持って取り組むべ

き問題であったと考える。今後，司法制度改革，

住民との新たな関係などさまざまな環境の変化が

起こり，自治体の法務においても大きく変化して

いくことが予想される。これらの社会情勢に臨機

応変に対応できるような柔軟な組織形態を考えて

いく必要があるだろう。

小規模自治体では，限られた職員の中でさまざ

まな問題を解決していく必要があり，横断的組織

形態をつくり，柔軟に対応できる組織体制への転

換が重要である。人材の育成も含めて，柔軟な組

織体制を整えることが有効ではないだろうか。

ただ，横断的組織体制を積極的に進めていく上

で，課題もある。職員が主に担当する事務量との

バランスが大事である。あまりにも，積極的に横

断的組織を形成していけば，職員の通常の業務に

も影響がでて，全体の自治体運営に支障をきたす

恐れがある。そのことを念頭に十分検討しておく

必要があるだろう。

第3節 自治体職員の法務能力

| 政策法務研修の現状と問題

1999年度中に行われた町村職員に対する 47都

道府県の政策法務研修の実施状況を聞いたとこ

ろ，実施が19カ所，未実施は 28カ所である。2000

年度に検討が5カ所あった。形態はさまざまであ

るが，都道府県職員と合同で行っているケースが

多く，希に自治体職員単独，都道府県職員単独で、

行っている場合がある。講師もほとんどが大学教

授に頼っているが，一部都道府県の職員が行って

いたり，併用したりしているところもある。開催

時期や期間もばらばらで 1日で終わる研修もあ

れば，前期，後期に分けて行われている研修もあ

るO カリキュラムもさまざまで，その方向性や考

え方も多少異なっている。

では，具体的に法務研修，政策法務の問題点は

なんで、あろうか。 3つの問題を指摘しておきたし、

1つは，研修内容である。そして，時間的制約の

問題，最後に，早急な講師の養成である。

研修内容は，現在の法務研修では主に大きく 2
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つに分かれる。法制技術面の研修と政策研修の中

に位置付けられる政策法務研修である。法制技術

研修では，理論と条文の作成に終始する研修も少

なくない。それよりも，日常では気づかないちょっ

とした法制上の技術，実践的に行うためのコツや

経験談をもっと多く取り入れ，議論を中心とした

研修にしていく必要がある。また，政策法務の研

修においては，その政策の立法過程を重視する傾

向がある。政策形成と政策実現のための立法過程

とのバランスを考えた研修のあり方を今後検討す

る必要があるだろう。条例案を立案する研修は，

いままでの法制技術研修と比べると職員自ら 1つ

のものをつくりあげるという点では実践的な研修

であり，かなり評価できるものではないだろうか。

政策法務研修での一番の難点は，条例などをつく

る上で重要な立法事実についての議論が充分取り

入れられていないということである。

時間的な制約の問題は，研修施設から研修派遣

元自治体から遠ければ遠いほど，深刻である。法

務研修は，意外と時間のかかる研修であり，じっ

くり取り組まなければなかなか前へ進めないもの

である。そのため，研修期間が短いとそれだけ成

果も貧しくなる。逆に日程を長くすると代替職員

の確保などの理由により派遣元自治体の抵抗が生

じ，研修自体への参加が敬遠される可能性もある。

これらの問題は，地域で研修を分散するなど何ら

かの対応が必要でトはないだろうか。

最後に，政策法務を支える講師の養成である。

現在，政策法務論を広く習得して，さらに実践に

精通している人材が不足している。政策法務研修

以外の研修では，講師養成講座などを設置して，

積極的に自治体職員の中に講師を養成しようとす

る動きがある。政策法務研修についても，研修所

などが積極的にこれらの講師養成講座を設け，講

師の育成を図る必要があると思われる。政策法務

の講師が養成され，その講師がいる自治体の中で

は政策法務的思考が広がっていく波及効果も期待

できる。

2 研修の限界と循環型政策法務研修

これまで，研修の体系及びその問題点をみてき

102 

たが，自治体職員が在職中に研修所で専門研修な

どを受講する回数はどれくらいあるだろうか。自

治体の姿勢にもよるが，年に 1回か2回受講でき

ればいい方である。この数少ない研修の機会を有

効に活用する方策を今後見出していかなくてはい

けない。まだ小規模自治体は職員数が少ないため，

l人ひとりの研修プログラムを詳細に作成するこ

とができるが 1人の職員が担当する事務が広範

であるため，専門研修を行うにしても種々の研修

を受けねばならず，限界がある。

法務面でみても，現状の自治体職員の法務能力

向上をすべて研修所における研修で賄うことは難

しい。さらに，研修の成果が現場に生かせられて

いないとの指摘もある。そこで，実際の現場と研

修とを直接結びつけ，相互にメリットがでるよう

な方法を構築する必要がある。いままでも，研修

所としての役割として，自治体に対する政策研究

や政策情報の提供，助言などが議論されてきた。

研修所としての職員研修と政策研究を融合させ，

総合的に自治体の支援を行う必要性があるのでは

ないだ、ろうか。

ここで，研修と自治体現場を結び、つける政策法

務研修の提案をしたい。自治体は自分のまちの課

題について，今までの経過や内容，それに対する

疑問点や課題を詳しく提供して，研修所で議論し

てもらい，その結果をフィードパックしてもらう

のである O つまり，実際のまちの政策課題などを

研修の中でプログラム化し，研修の成果を情報と

してまちへ提供することで，政策法務研修におけ

る自治体支援的研修が成立する。また，研修にく

る職員も実務を反映した具体的な議論を行い，提

案していくことができ，研修に対する意欲が増す

とともに政策法務研修のレベルも向上する。さら

に，自治体にとって共通な課題を選択していけば，

自分のまちへの情報として利用可能である。自治

体にとっても，まちの課題について検討した資料

が，いろいろな自治体の職員，第三者の目を通る

ことによって，さまざま意見を集約できることは，

非常にメリットがあると思われる。

自治体でのルーチンワークと政策法務研修なり



一般研修が相互作用できる仕組みが必要であろ

う。これには研修所に自治体の実務と研修とを結

びつけるための調整役としての機能が必要であ

る。課題の選択や自治体との調整，事前調査など

も必要であろう。

最後に，ルーチンワークの研修化について述べ

る。職員は自分に与えられた範囲で、ルーチンワー

クをしているが，これではまちの全体の状況も把

握できない。担当するルーチンワークに追われ，

全体を見通せない状況も原因として考えていく必

要がある。まちの政策を検討する横断的な組織を

形成し，議論していくことは，その中でさまざま

な業務からの意見により刺激を受け，まち全体の

政策の方向性を再認識させ，自ら担当する仕事を

改善させられる可能性があると考えたい。この横

断的組織には，研修という位置付けも必要である。

横断的組織では，職員が順次議事進行を行ったり，

プレゼ、ンするなどの役割を与え，作業分担などを

しながら進めていき，政策から法務へという一連

の作業を実務の中に常に取り入れていける仕組み

が必要である。

第4節相互補完型自治体間連携と都道府県の自

治体支援の必要性

| 相互補完型自治体間連携

近年，行政が担う役割も大きく変化し，個々の

自治体では対応しきれない状況が生まれ，行政活

動での広域的な取り組みの必要性が叫ばれるよう

になってきた。個々の自治体にもそれぞれ特性が

あり，得意分野，不得意分野がある。相互にそれ

を補完しあうこのような連携は相互に有益であ

る。小規模自治体単体で充分な体制が組めない状

況で，条例などのまちづくりのための法設計を進

めていくためには，自治体聞の連携を強めていく

ことは今後重要な意味をもっ。地方分権改革を契

機として，今後自治体聞が法務面でも連携してい

くことが予想されるが，課題もある o 連携の条件

として，共通の法務課題をどのように設定するの

か，またどのような形で連携をつくり，維持して

いくのかというものである。さらに，どの程度の

分権時代における自治体法務に関する考察

広域的連携が必要なのか，情報の収集方法や事務

局の運営などさまざまな問題点もある。

これらを解決するために，日頃から自治体職員

同士で地域情報の共有化を行い，研究会などを設

置するなどの努力が重要である。特に重要なのは，

リーダーシップである。自治体聞の規模や体制に

もよるが，ある程度積極的に活動する自治体が広

域連携を行っていく場合にはこれが不可欠とな

る。

小規模自治体において地域情報や法務情報など

の情報をいかに連携して的確に掴み，活用してい

くかが今後カギとなってくると考える。自治体聞

で情報を共有し，ノウハウの共有化を進め，相互

利益を得るための相互補完の仕組みゃ連携した自

治体への情報の供給の方策の構築も必要であろ

う。今後，自治体連合組織の活用も含め，検討し

ておく必要がある。

2 自治体と都道府県の関係

今回の地方自治法の改正で，白治体と都道府県

関係が整理され，両者の役割分担が明確化された。

今までは，機関委任事務制度の下，都道府県は自

治体を指揮監督するという役割が大きかった。都

道府県の役割が見直され，将来の都道府県の役割

がどうあるべきかさまざまな視点から議論されて

いる(11)。今回の改正で自治体と都道府県の関係は

どのように変わっていくのだろうか。

都道府県と自治体との関係は法システム上，対

等・協力関係に再構築されたといわれている。し

かし，実際の場面で自治体側が対等な立場で主張

していけるのだろうか。広域的な施策を実行する

上でどうしても市町村側に我慢してもらう場面が

生じたり，市町村側からは体制不備などから生じ

たりする問題を都道府県に依頼する場面があり得

る。その時に「対等・協力関係だから，自治体の

事務は自治体で」ということで済まされるかどう

かが問題である。仮に，自治体と都道府県の関係

が「分離型」に移行したとして，分権時代にふさ

わしい都道府県の機能はどうあるべきか。都道府

県は，組織形態も大きく，広域的な立場からの視

点と専門性を確保できる点から，自治体に対して
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より専門的に助言や情報提供ができる。都道府県

が自治体に対し強力な支援を行うことは自治体運

営にとっては心強い。

しかし，問題もある。都道府県が自治体に対し

て積極的な支援体制を組み，法務の面でも助言，

情報提供などを行うことは重要で、あるが，都道府

県が自治体に対して関与を行い，紛争が生じた場

合は，この支援に支障が生じるのではないだろう

か。自治体側の不安は，今回の税財源の改革がま

だまだ不十分との認識のもと，自治体と都道府県

との聞に紛争が発生した場合には自治体の財源の

確保にかなり影響がでるのではないかという不安

と同様のものである。情報公開請求という方法も

あるが，現実には両者の関係の崩壊を恐れてでき

ないというのが実状である。国，都道府県は自治

体側の不安を取り除くために，自治体に事務執行

の理由説明や情報を明確化させることが大事で、あ

る。また，自治体が都道府県政に参加できる仕組

みなどをつくり，常に自治体の要望が都道府県政

に反映するような明確な仕組みもつくっておく必

要があるのではないだろうか。

第 3章 先進的な取り組みの現状とその手法

第1節北海道ニセコ町の取り組み

| ニセコ町のまちづくり

(1) まちづくり推進の背景とその理念

ニセコ町では， 1994年10月以降，新しい町長の

住民と行政との情報共有，住民の町政への参画と

いう方針のもと，まちづくりが進められてきた。

まちづくりの大きなテーマに「住むことが誇りに

思えるまちづくり」を掲げ，町の活性化を図った。

その大きな柱として，①町民と行政との情報共有

苦行政の透明性の確保@住民主体の町政の実現の

3つを目標とした。

(2) 町民と行政の情報共有の取り組み

まちづくりのテーマを実現するために行われて

いる町民と行政の情報共有の取り組みをみてみ

る。なぜ，町民と行政の情報の共有化が必要なの

であろうか。ニセコ町は，町民を積極的に行政へ

参画させるためには，行政情報を町民に広く提供
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し，広く意見を聞き，最終的には町民と行政が互

いに同じ情報をもつことが大事であると考えた。

つまり，同じ情報をもたなければ，同じ土俵の上

で議論ができないということを重視している。そ

こで，町は情報共有を進めるために「広報活動J，

「広聴活動J，r住民の参加」に力を入れた。

「広報活動」は主に，①広報紙「ニセコ」②オフ

トーク通信「そよかぜ通信」③住民向け予算説明

書「もっと知りたいことしの仕事」によりなされ

ている。

ニセコ町では情報共有の媒体として広報紙「ニ

セコ」の充実改善や電話回線の空きを利用した「そ

よかぜ通信J (オフトーク通信)の活用を行ってい

る。特に町民向け予算説明書「もっと知りたいこ

としの仕事」は， 1995年度から毎年，町の予算が

どのように使われているかを町民にわかりやすく

説明する資料として作成されている。

「広聴事業」は「町民とともに考え行動する」と

いう考えを念頭に，町民と議論する場をつくるこ

とを目的として行い，具体的には①「まちづくり

懇談会」の開催②「まちづくりトーク」の実施③

「まちづくり広聴箱」の設置④「町長への手紙」制

度⑤「こんにちは(こんばんは)町長室」の実施

⑥「まちづくり町民講座」の開催を柱に実施して

いる。

「まちづくり懇談会」は町内の 10数カ所で「広

聴集会」と位置付けて実施されている。これは，

他の市町村でも行われている集会を聞き，町民か

ら直接意見・要望を聞くというものではあるが，

ニセコ町では一方的に町民の意見を聞くのではな

く，町の現状や課題を説明し，町民と議論するこ

とを前提にしながら進めている。

「まちづくりトーク」は，気軽に町長とまちづく

りについて話しあえる機会を設けるためにつくら

れた。概ね5人ぐらいの町民が集まれば，朝でも

昼でも夜でも日程を調整して町長や担当課長等が

でかけ，話を聞くというものである。集会などで

は人が多くて話せないなど課題もあるため，少人

数でも懇談がもてる仕組みを設けたものである。

「まちづくり広聴箱」・「町長への手紙」は，ゆっ



くり相談する時間がないなど，何らかの理由で意

見をいう機会がない町民のために意見・提言をし

てもらおうというものである。これらの回答は，

広報を介して確実に行われている。

「こんにちは(こんばんは)町長室」は，町長が

町民ひとりひとりと懇談する町長室解放事業とし

て位置付けられている。このきっかけは「ニセコ

町に住んで、60年にもなるのに町長室に入ったこ

とがない」という町民の話がきっかけになってい

るという。その町民から「用事もないのにいけな

い」という話もあって，町として制度化すれば来

やすくなると考え，始めたというエピソードがあ

る。

「まちづくり町民講座」は，他の広聴事業とは少

し違った角度から行われている。方式はテーマご

とに担当課長が講師となって，講座を開くという

形である。これは 3つの目的をもって行われて

いる。 1つは，町民に行政の現状や課題を説明し，

その課題について町民と意見交換を行い，互いに

知識を深めあっていくという目的である。 2つ日

は，職員研修という目的である。人前で話すこと

は慣れないとなかなかうまくできないということ

から，表現力や町民と対話する姿勢などをこの「ま

ちづくり町民講座」を通して養成していこうとす

るものである。 3つ目は町民との対話の中で「協

働の精神」を養成したいという目的がある。「協働

の精神」とは町民と議論した中で，協力して共通

の目標を達成するように進めていこうというよう

な場をつくることをいっている。

しかし，課題もある。開催回数も増え，参加す

る町民に偏りがあったり，忙しくて参加できない

町民からの不満があったり，開催講座の内容にば

らつきがあったりしている。内容の平準化や参加

しやすい環境面での整備が必要である。

「イ主民の参加」は主に①各種委員会等委員の公募

②事業別「住民検討会議」随時開催を柱に進めら

れている。

ニセコ町には，約30の委員会などがあり，これ

らへ町民が積極的かつ自発的に参加してもらい，

まちの方向性などに対し意見・提言をしてもらう

分権時代における自治体法務に関する考察

ものである。

事業別の住民検討会議は，主要な町の事業は計

画構想、前段階から誰もが自由に参加し，議論でき

る。特に政策過程をすべて公開し，っくりあげて

いくことは画期的である。このような会議形式は，

当初「できるものもできなくなるJ I町民に混乱を

招く」などの理由により否定的にみられてきた。

しかし，主要な事業は町民にも関心が高く，結果

をおそれず，町民相互の議論から始めようという

ことで， 1995年度から開催された。当初，相対立

する激しい議論もあったが，町民相互の理解が進

み，活発な議論が行われるようになり，徐々に合

意形成されるようになった。確かに，この方法で

は政策決定までにかなりの時間を要するが，町民，

行政が納得のいく形で事業が進められるという大

きなメリットがある。実際に「ニセコビュープラ

ザ(道の駅)Jの建設，ニセコ駅前温泉「椅羅乃湯」

の建設，河川の将来構想、を考える「尻別}l1の川と

くらしを考える事務局会議」などがこの会議形式

により行われている。

(3) ニセコ町式職員づくり

ニセコ町は，住民の視点に立ってまちを創るに

は，職員の資質，意識の改善が必要だとして I住

民の視点に立って考え行動する職員づくり」とい

うテーマを掲げ，職員の研修に力を入れている。

職員 1人ひとりが，主体性をもって，仕事に取り

組み，さまざまな課題に対して的確に対応できる

よう能力や見識を高めるために行われている。そ

のため，研修費を一人あたり 12万円程度まで引き

上げ，基礎的研修を体系化し，先進事例地域への

研修を実施するほか，実践研修として，横断的組

織「庁内政策推進会議 いっしょにやるべ」の設

置，環境美化巡視などを行っている。

このほかにも，さまざまな実践研修に取り組ん

でいる。総合窓口の設置(町民総合窓口課)，職員

研修の一般開放，すべての会議の公開化，全職員

へのパソコンの配置，事務の OA化などである。

2 ニセコ町の条例づくり

ニセコ町では条例づくりにも積極的である。ニ

セコ町では，まちづくりに欠かせない仕組みづく
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りを数多く取り組んできた。当初，町は情報を開

示する姿勢があれば，情報の共有ができると考え

てきた。しかし，情報公開の明確な仕組みがなけ

れば， 10年後， 20年後にその仕組みが風化してし

まう可能性があり，いくらよい仕組みを考え，実

践していっても，条例などにより制度化しなけれ

ば住民の利益や権利を保障できなくなるという危

倶があった。そのため，制度づくりを積極的に進

め，住民の権利を明確していこうとの取り組みを

始めた。ニセコ町は条例づくりを 2つの視点から

行っている。 1つは，仕組みの透明性，もう 1つ

は仕組みを保障することである。仕組みの透明性

は，条例によってその仕組みがどうであるか，明

確な基準を示すことで，恋意的な判断を排除しよ

うとするものである。また， f:士市且みをつくり， I:呆

障することにより，住民の権利を明確にし，保護

をしようとしている。これらの視点に基づき条例

づくりが進められているものと考える。町では情

報公開条例，個人情報保護条例などの制定をはじ

め， 2000年にはまちづくり基本条例を制定し，

着々と仕組みの制度づくりを行っている。

さらに，条例づくりの特徴として，条例案の策

定方法が挙げられる。特に重要な条例づくりに関

しては，大きく 3つの点を重視して行っている。

1つは，首長をはじめ職員の人的ネットワークを

最大限活用するということである。職員が法務研

究会などに参加し，条例の内容などを議論しても

らい，知的能力の支援を受けている。もう一つは，

積極的な情報収集である。最新情報を積極的に分

析し，自分の町にあった考えを採用するようにし

ている。特に同じような取り組みをしている自治

体などからの情報集積は欠かせない。最後に住民

とともにつくる条例である。まちづくり基本条例

をつくる際にも，まちづくり懇談会，まちづくり

町民講座，シンポジウムなどを開催し，具体的に

住民にまちづくりの方向性を提示，意見を求めた

り，住民が委員となっている広報広聴検討会議で

具体的に条例の内容を検討したりした。

では，町の条例づくりの課題は何であろうか。

確かに条例の制定により，手続きの明確化や権利
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の明確化，透明性が高まるが，運用面で課題が残

る。条例を運用していく段階で，柔軟さの欠如，

煩雑な処理，処理の低速化，さらに条例の見直時

期など多くの課題が考えられる。これら課題の解

決へ向けた取り組みが今後必要であろう(1九

第2節北海道東川町と上)118町法制部会の取り

組み

| 東川町の条例づくりと例規審査会

東川町は，まちづくりを①自然との共生②恵ま

れた強者と恵まれない弱者の共生③女性との共生

という 3つの視点にもとづいて進めてきた。これ

らを基本として，農業の担い手対策，企業立地の

促進，高齢者や身障者への支援，子育て支援など

さまざまな先進的な事業に取り組んできている。

特に地方分権を見据えて，政策をきちんと条例な

どの形にする必要性があると認識し，分権改革後

は自治体が自主的に法を解釈し，自らの手で条例

づくりをするために職員の立法や法令の解釈など

を含めた総合的な法務能力の向上が重要と考え

た。

町は，政策推進のための条例制定などの審査能

力を向上させるため，東川町条例等審査規程を制

定し， 1996年4月から「東川町条例審査会」を設

置した。この背景として， 1996年度に情報公開条

例，個人情報保護条例などの重要な条例制定が見

込まれていたこと，例規集の見直しが必要なこと，

より適正かっ正確な審査が望まれていたことなど

がある。審査規程は，全6条からなり，目的，審

査条例等の要件(1刊審査会，草案の作成，審査方

法などを規定して，今まで総務課で集中して審査

していたものを審査会で横断的に審査するように

した。これまで他の自治体でも例規審査会などを

設置して，審査体制の強化を図ってきたが，東川

町の審査会は形骸化を防ぐため，審査会の委員の

選考基準を明確化させ，より実質的に機能させる

工夫が施されている。委員を選考するにあたり，

充て職である委員長(助役)以外は 4つの基準

を設け選考されている。審査基準1は条例の改廃

を担当する部局の職員，審査基準2は過去に法制



執務を経験し，条例の改廃等に堪能な職員(元法

制担当者)，審査基準3は大学の法学部出身者，ま

たは法令実務の研修を受けた職員，そして審査基

準4は担当課の職員である。

自治体では，職員の大学などでの専攻をあまり

考慮せず，人事を行う場合も多いが，審査会やプ

ロジェクト方式での東川町のような人材の活用は

非常に有効だと考える。

実際，このような審査体制は，地方分権一括法

や介護保険法関連の条例制定・改廃時の対応に威

力を発揮した。他の自治体と違う点は，総務課サ

イドだけで対応せず，審査会などの横断的な組織

をフルに活用した点である。能力を結集させて，

大きな法的な課題を乗り切る方法は小規模自治体

が法務を取り組む場合のよい参考事例といえる。

しかし，東川町例規審査会にも課題がある。条

例等制定過程において，審査会設置以前は比較的

起案，審査から決裁まで時聞を要していなかった

が，審査会が設置されてからは，条例などの草案

作成担当課から総務課長へ提出し，審査係で一度

内容などを精査し，担当課で再度手直ししたもの

を審査委員に配布して審査会を開催しているた

め，以前よりもかなり時間を要するようになった。

そこで，東川町では，審査過程の見直しを検討し

ている。事前審査の体制を強化する意味で，起案

担当課に委員がいる場合は，その委員が事前に

チェックを行い，ある程度の精度を上げてから，

総務課長に提出しようとする方法である。起案担

当課に委員がいない場合でも近隣の課の委員が

チェックする。これらの事前審査により，時間的

な短縮を図り，審査会をスムーズに進めることが

できるとしている O その他，効率的な運用ができ

るように審査委員の今後の選考方法，政策的な側

面での検討，今後の職員の立法能力の育成なども

課題となっている O

2 上)118町法制部会の設置

1999年，各自治体では地方分権一括法への対応

を巡って検討していた。東川町を含む北海道上川

支庁管内中央部(以下「上1118町」という。)でも

個々の自治体において対応を検討していた。しか

分権時代における自治体法務に関する考察

しながら，一自治体だけで地方分権一括法への対

応に限界を感じた上1118町の各町は，鷹栖町の呼

びかけで自主的な勉強会を行った。地方分権一括

法への対応のための勉強会が発展して，同年10月

に「上川管内中央部自治体法制部会J (以下「法制

部会」という。)が設置された。この法制部会は，

①地方分権時代に対応できる法務・法制の専門職

員を育成する。専門課・係を設置するには定数の

確保に困難がある②上川 8町という広域で設置す

ることにより，大きな自治体がもっ専門的な法制

能力と同程度の能力を確保することが期待できる

③部会の設置により，弁護士や行政の法制専門家

の支援を受けられやすくなり，質の高い知識や技

術が習得できる④それぞれの町に法制などの研究

グループを誕生させたい⑤地方分権推進一括法の

対応方法を部会の当面の課題として研究すること

ができるの 5つの視点を主に考慮して設置され

た。

鷹栖町が部会設置への準備を進め， 1999年9月

30日に上1118町の総務課長会議において設置が

承認された。各町から担当者2人が参加し，合計

16人で発足した。

月1回 3時聞から 3時間半程度の時間，部会

が行われている。また，この部会の特色は，顧問

を旭川市在住の弁護士に依頼している点にある。

この弁護士は，元東京都職員で，税金，職員互助

関係，条例や公文書など作成していた経験があり，

行政活動に明るく，隔月(2カ月に 1回)に部会

へ参加して討議内容を指導・助言している。研究

会の形式は講義演習形式と討論形式の 2つの方法

により行われている。

このように自治体がいろいろな状況によって組

織体制の整備ができない場合，周辺自治体が集

まって互いに補おうという取り組みは，今後注目

をしていく必要がある。しかし，一方でこのよう

な取り組みを行いたくても，その組織を支えるた

めの人材や体制がっくり難いとの課題もあり，今

後検討していく必要があるだろう (1九
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第3節長崎県町村会の取り組み

| 町村の状況と「法規室」の設置経過

長崎県町村会はどのような背景のもとに自治体

の法務の支援へ動いたのであろうか。長崎県町村

会は分権改革を強く意識し，分権後の町村の法務

体制について強い危機感を感じていた。特に行政

改革の実施などに伴い職員の削減が押し進められ

る中，自治体が独自で専門的な組織の設置や人員

の確保が難しいとの判断から，町村会として町村

を支える仕組みをつくる必要性を感じていたので

ある。また，町村会事務局では，地方分権一括法

施行前の町村の動きに注目していた。当時，自治

体は機関委任事務の廃止に伴い，新たな条例の制

定や改廃作業を行う必要に迫られていたが，法令

の改正が大量なために，各市町村はその膨大さに

障膳し，法令関係図書出版社にその作業を委託し

ていた。長崎県でも全国的な流れに沿って，県内

の約8割の町村が法令関係図書出版会社にこの作

業を委託し，自前で対応した町村はわずか2割に

すぎなかった。このような状況から町村会事務局

が町村法務支援の必要性を強く認識し i法規室」

の設置へと動いたのである。そこで，長崎県町村

会は，町村の法務体制を把握しようと， 2000年5

月に県内の全71町村に対し「法務係の設置に関す

る調査」を行った。この調査結果では，県内の町

村で専任の法務課・室・係を配置している町村は

2町(職員数 2町合計2人 1町平均1人)で

あり，ほとんどの町村が兼務体制の中で行われて

いた。さらに，専任の組織を設置していない 69町

村に対して，その理由を聞いたところ(複数回答

可)， iこれまでは，兼務で処理対応ができた」と

回答した町村が37町村 i設置したいが職員数に

制約がある」とした町村が37町村 i県などへ照

会することで間に合った」とする町村が25町村，

「これまで特に法務係設置の必要性を感じなかっ

た」と回答した町村が12町村あった。さらに，法

務係の共同設置(町村会等で)について i共同設

置を希望する」と回答した町村が55町村で，全町

村の約8割が設置を望んでいる。逆に「共同設置

を希望しない」と回答した町村が6町村 iどちら
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でもよい」と回答した町村が10町村あった。この

結果を受けて，具体的な検討，準備を行い， 2001 

年4月に町村会の「法規室」の業務が開始された。

2 支援体制の内容

長崎県町村会の「法規室」では，具体的にどの

ような形で町村の法務を支援していこうとしてい

るのか。事業内容は①法制助言事業②人材育成事

業③情報提供事業の大きく 3つの柱から構成され

ている。

法制助言事業では 3つの側面からの支援を考え

ている。まず，条例・規則等の制定・改廃に関す

る助言である。これは法制技術面への支援という

位置付けである。次に，法令の解釈その他法制に

関する助言で，これは国や県の法令に関する解釈

のポイントを提供し，町村の自主解釈権を支援し

ようとするものである。最後に，モデル条例等の

研究である。国の準則が廃止された中，急激な変

化は町村にとって負担であり，また，さまざまな

角度から他自治体の条例などと比較研究を行うこ

とが有効であるという理由から，研究会を設置し

て検討を行い，町村へ情報として提供しようとす

るものである。

人材育成事業は，町村の法務職員の養成を主眼

に 5つの事業から構成されている。 1つは，研

修会の開催で，法制執務に関する基礎的・専門的

な知識を習得させ，職員の法務知識レベルの向上

を図ろうとするものである。 2つ目は，実務研修

である。町村職員を県町村会「法規室」へ実務研

修生として受け入れ，実際の業務の中で，実務を

習得させようとするものである。 3つ目は，通信

教育の活用である。長崎県は島が多く，長崎市の

研修施設まで来ることが容易ではないため，通信

教育をうまく活用し，地元にいながら学習できる

効果的な研修を実施する。 4つ目は，市町村職員

中央研修所への派遣である。市町村職員中央研修

所の専門研修「法令実務研修(10日間)Jへ派遣し，

短期間に，集中的に知識を習得させることをねら

いとしている o 5つ目は，大学への派遣で、ある O

社会人向け受講コースを設けである大学(法学部)

へ派遣して，長期的に広く知識を習得させようと



するものである。

長崎県町村会の場合，この人材の育成に相当力

を入れている O つまり，町村を支えるのは究極的

には「人材」ということを見据えているためだと

思われる。

情報提供事業は，法令等に関する幅広い情報を

町村に提供しようとするものである。大まかには，

法令の制定・改廃により，町村例規に影響する

チェックポイントを紹介したり，全国の都道府県

及び市町村の条例等を紹介したり，法規室に寄せ

られる質疑の応答集を作成して，町村に提供した

りする。法規関係図書の斡旋なども行う予定であ

る。

長崎県町村会の町村の法務への支援体制の特徴

は，関係機関との協力体制を強化している点だと

いえる。特に研修は研修機関，大学，町村会とい

うさまざまな機関を有効活用していることが注目

さ;hる。

3 町村会事務局の組織体制及び運営

実際に支援を担当する町村会事務局の体制はど

うなっているのであろうか。新たに法規室を設置

し，法規室長，法規係長，嘱託及び研修生という

5人体制である。事業内容からみると，多少少な

い職員のようでもあるが，初めての試みであり，

実質的にどのような相談やどれぐらいのボリュー

ムがある仕事であるか計りきれない状況から，当

面この体制を維持するものと思われる。

問題は，人材の確保である。法務に明るし町

村事情に詳しい人選が必要であろう。また，研修

生も実質的な研修期間が短く，短期間でどの程度

のレベルアップができるのかが課題となるのでは

ないだろうか。

また，町村とどのようにして連絡調整を行おう

と考えているのか。長崎県町村会では，町村から

の相談を基本的にペーパーベースで取り扱うこと

としている。町村からは，例えば条例・規則等の

制定や改廃に関する事案について相談がある場

合，照会年月日，回答締切日時，町村名，課名，

照会者を記載し，さらに質問事項として事案の名

称，関係法令等，制定・改廃理由，町村の見解及

分権時代における自治体法務に関する考察

び問題点を具体的に記述し提出してもらうことと

している。町村会からは，町村会回答年月日，回

答者，項目，問題の有無，問題のある場合の理由

を記載したチェツクシート形式の文書で回答する

こととしている。法令等に関する照会についても

同様の取り扱いで、ある。

4 町村会の戦略と課題

長崎県町村会の「法規室」設置は町村の法務体

制を補うための支援を最終目的としているわけで

はない。それでは，長崎県町村会が最終的に意識

しているものはなんであろうか。それは，町村会

自体が生き残りの戦略として「町村会としての役

割は何か。」ということを強く意識しているという

ことである。長崎県町村会は明確な町村会戦略を

もっている。 1つは「人材(町村職員)の育成の

支援」という戦略，もう 1つは「情報の提供」と

いう戦略である。そして，最終的には町村が自立

するということを目的に取り組んでいる。

今回の法務の支援策においても，主体は戦略的

人材育成の一環とみることができる O そのため，

実務職員の早期の育成という達成目標を設定し，

人材育成事業は実務面，理論面双方から短期的に

達成するよう人材育成プログラムが組まれてい

る。現に町村会では I法規室」の役割として，当

初は法制助言業務に比重をおき，その後は人材育

成へシフトさせ I法規室」を 5 年~lO 年の時限設

置とし，将来は廃止したいと考えていることから

も推察できる。

もう 1つは「情報提供」における戦略である。

小規模町村にとっては限られた資源の中で，単独

で情報の整理・分析を行うというのは非常に困難

である。そこで，町村会は質の高い情報を的確に

提供し，その脆い部分を補っていこうとする考え

がある。つまり，町村に共通な情報を的確に整理・

分析し提供することは町村の行政活動をスムーズ

にする作用があり，各町村の時間的なロスを防ご

うとするものである。今回，町村会が情報のデー

タベース化や研究会設置に伴う情報の分析を行

い，町村によりよい情報を提供するという取り組

みは非常に有効であると考える。
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この「法規室」の課題について考えてみる。組

織的にみると，幅広い「法規室」の役割からみて，

人員の確保が十分なのだろうか，という点である。

また，時間的にみると， 10年程度の時限設置で人

材の育成や町村の法務体制が確立するには個々の

町村の実状を考慮すると難しいのではないだろう

か。さらに，自治体の訟務という面のプログラム

が欠けている点である。今までの自治体は訴訟に

対する対応が無防備であったという面は拭えな

い。今後，自治体が訴訟当事者となる場面が多く

なることが予想される。そのときの予防のために，

必要な能力をきちんと身に付けていることが重要

である。自治体の訴訟対応の支援のほか，相談事

項が複雑化した場合の対応，市長会との連携など

の問題が，今後の「法規室」の実践の中で課題と

なってくると思われる。これらの課題は，実際に

運営されていく中で解決が図られていくものと考

えるが，今後の動向を注視していく必要があるだ

ろう (15)。

第4節 自治体の法務へ支援の広がり

| 地方介権推進本部の取り組み

地方分権推進本部(16)は，地方の立場から地方分

権を推進するために，地方分権推進委員会等に対

する自治体からの意見や要望の取りまとめを行

い，地方分権推進計画や地方分権一括法に反映さ

せる役割を果たしてきた。

現在は，地方分権一括法施行前の通達の効力の

明確化の要求，今後の自治体の財源確保，そして

必要に応じた自治体への支援という主に 3つの仕

事を行っている。特に自治体の支援という面では，

分権改革後は自治体の政策を実現する自治体の法

務に着眼し，自治体の条例制定支援を行っている。

自治体の条例制定支援として，①学識経験者，

自治体の職員で構成する「地方分権時代の条例研

究会」を設置し，条例づくりの課題を研究する調

査研究事業②自治体から条例づくりのための法制

実務上の課題などの相談を受ける窓口(ホーム

ページ上)の設置事業などを始めた。さらに，全

国の地方分権にふさわしい条例や自治体の法務研
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究会の取り組み状況をデータベース化して，自ら

のホームページに条例研究室というページをつく

り広く紹介している。

条例研究会は， 2000年8月に設置要綱を定め，

学識経験者4人，自治体職員 3人，事務局9人で

組織し，随時，研究会を開催している。研究会で

は，具体的なテーマを毎固定め，行われる予定で

ある。この議論の様子は，地方分権推進本部のホー

ムページ上で公開され，自治体の法務を進める上

で大変参考となるものである o また，情報提供に

も積極的である。分権関係の資料のほか，法令の

公布状況，全国のまちづくり条例，そのほかの条

例，全国の政策法務の研究会情報など多彩で、ある。

特にリアルタイム的に情報提供を行い，できるだ

け情報の格差が生じさせない心がけもしているよ

うである。これらは全国的な自治体支援の先進的

な取り組みとして注目していく必要がある(17)。

2 自治体法務合同研究会

毎年 1回自治体法務合同研究会が行われてい

る。この自治体法務合同研究会は， 1995年8月に

北海道ニセコ町で「札幌地方自治法研究会J (当

時:代表木佐茂男教授)と「ちば自治体法務研究

会J (代表:鈴木庸夫教授)の約50人の人が集ま

り，合同して自治体法務，政策法務の研究会を合

宿という形で行ったのが始まりである。翌年には，

千葉市で行われ，その年以降，規模を拡大しつつ，

全国の研究会の持ち回りという形で，毎年行われ

るようになった。

この研究会参加者も年々増加し，当初50人程度

だったものが熊本大会ではほぼその3倍の約150

人の参加があった。前回の熊本市での研究会では，

小テーマサロンの中に初めて参加する人向けの

「政策法務入門講座」が設けられ，初心者にも参加

しやすい工夫が凝らされている。そのような工夫

をすることで，政策法務の裾野を広げる試みも始

めている。今後の研究会の運営方法や研究会とし

ての質の維持，参加者の「お客さんイ七」の回避な

どが課題であろう。

全国には，自治体法務，政策法務の研究グルー

プが存在している。これらの研究グループとの今



後の情報交換を行う必要はもちろんだが，互いに

研究した内容の情報をオープンにして，広く情報

を共有することが重要であると考える。また，そ

の情報を収集したり，グループ同士が連絡調整し

たりする窓口の設置などを検討する必要があるの

ではないだろうか(18)。

3 民間企業の戦略

ここでは，民聞からみた自治体の法務について

考察する。この民間企業(以下， A社という。)は，

法令関係の図書，国や自治体例規などの加除式図

書，法令雑誌などを販売する会社である。 A社が

地方分権一括法を契機として，自治体の法制執務

に対する支援事業 (A社では，法制ソフト支援事

業と呼称。)を始めた。事業開始の背景として，地

方分権一括法制定時の自治体の外部委託行為があ

る。 A社はこの外部委託の受け皿企業であった。

自治体の外部委託の多さが，このような事業へ展

開させた要因といえる。さらに，地方分権を腕み，

自治体政策の多様化とその法制化の増大を見据

え，自治体側の情報収集能力に限界があることも

要因の 1つであろう。

支援事業には，国の法令状況，改正内容を冊子

にして行う法令情報提供，例規の制定整備，解釈

その他法制執務に関する法制執務相談，実際に作

成された条例案などの起案内容審査，国の法令の

制定・改廃に伴うA社がつくるモデル案提供，参

考となる先進的な条例などの参考先行事例提供，

職員の法制執務研修のために講師を派遣する法制

執務研修という 6本のメニューから構成されてい

る。

事業の受注状況はどうであろうか。具体的な自

治体名の規模，組織体制などはわからないが，既

に数十自治体と契約を締結しており， A社は支援

を開始している。 A社は地方分権一括法に対応す

るため，既存の体制を 4倍にした。このように機

敏に対応してきたことも，自治体側に安心感をも

たせる要因になっているのだろう。ただ，今後自

治体の法制執務の委託が多くなると， A社自体の

体制に無理がかかり，対応しきれなくなる可能性

もある。

分権時代における自治体法務に関する考察

第4章 自治体への支援体制と将来の自治体法務

第 l節小規模自治体の法務支援の基本的認識

「小規模自治体は，行財政能力が低く，合併に

よって規模を拡大してその能力の強化を図るしか

ない。」という，いわゆる受け皿論が一部で議論さ

れ，合併の推進を図ろうとする動きがある。しか

し，自治体の合併という問題は一概に規模，能力

だけではなく，地域特性などに十分配慮、して議論

をする必要があるだろう。小規模自治体にとって

は，小さいからできないのではなくて I小さいか

らできる」という気概をもっという意識の転換が

必要で、ある。また，地方分権など小規模自治体を

取り巻く環境も大きく変貌している。小規模自治

体はこの厳しい現状を考慮しながら，どのような

方向へ進むべきか，どのような方策で臨むのかを，

自らで判断し，その方向を選択していくしかない。

一方で，小さな組織基盤でのこれらの問題への

対応が困難さを増加させることは十分認識でき

る。そこで，ある程度地方分権の全体像がみえ，

体制を整えるまでの補完的な機能は用意しておく

必要があろう。すなわち I自治体が自ら進むべき

道を決定するための一時的な事務の補助」を目的

とした小規模自治体に対する支援体制を整備する

ことが必要である。

第2節小規模自治体が取り組むべき姿勢

l 積極的な法務的「人財」の開発の必要性と方

策

支援を受ける小規模自治体にはどのような姿勢

が必要であるか。自治体がどんなによい仕組みを

つくるとしても，それを動かしていくのは「人」

である。特に小規模自治体における広範な事務を

抱える職員の能力開発は重要である。最近は，個

人の社会に対する要求も多様化し，自治体活動も

影響されるようになってきた。こうした動きに敏

感で，柔軟に対応できる能力をもっ職員づくりが

重要と考える o

柔軟に対応できる職員を養成するには，基本的

な見方，聞き方の訓練，さらに法的思考型職員の
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養成がかかせない。特に 1人の職員が広範な事務

を行う小規模自治体では「職員づくり」に力を入

れる必要がある。

2 r政策」の立案と法務へのアプローチ

小規模自治体では，どのような政策立案を行う

べきか。小規模自治体では，そのメリットを生か

し，ある程度政策立案のための卵ができあがった

時点で情報公開，住民参加などを行うことが可能

であり，これらを実行することが大事である。一

方，自治体側が課題を選択し，実行できるものは

素早く対応することも重要である。重要な政策は

できるだけ，透明性を高め，住民合意を得ておく

必要がある。

小規模自治体の法務において一番重要な点は，

政策立案するまでにどれぐらいの法的な考察がで

きるかということである。つまり，最終的に政策

の実現のために法が必要であるか，既成の法の枠

組みの中で解決できるのかなどを判断し，選択し

なければならない。小規模自治体にとって，発生

した疑問はできるだけ早く自治体を支援する団体

やその他人的なネットワークなどを最大限活用し

て解決しておくことが大事である。

政策開発についてはさまざまな手法が考案され

ており，それらを参考に個々の小規模自治体に

とって有効な方法をみつける必要があるだろう。

小規模自治体は独自の政策開発，政策法務の手

法を見出し，組織内の資源をできるだけ多く活用

しながら仕事を進めていくことが重要であり，総

合的な視野から政策形成を行うことが必要であ

る。

3 小規模自治体の訴訟法務への対応

このような問題解決のための総合的謂整機能を

もっ法務支援体制を整備する課題の中で，特に自

治体を取り巻く司法分野の環境が激変してきてい

ることにも注目しなければいけない。現在，日本

の行政処分に対する行政争訟制度には行政不服申

立てと行政事件訴訟の2つが用意されている。し

かし，その運用上に問題があり，自治体では行政

事件訴訟が起こる可能性はほとんどないというの

が現状である。
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近年この状況に変化が生じている。この変化を

大きく 3つの側面からみることができる。 lつは，

司法制度改革が進行し，この行政争訟制度が改善

され，行政に対する司法のチェック機能を充実さ

せる見込みであることである。 2つ目は，地方分

権により国，都道府県，自治体が対等な関係とな

り，法的な紛争が起きた場合，新たな紛争処理の

仕組みができたことである。実質的にその紛争手

続きの明確化や自治体側が紛争に至る行為を選択

するのかというさまざまな問題が内包されている

が，いずれにしても紛争が起き，その解決のため

には，自治体が法的な論証を用意し，説得させて

いかなければいけない。 3つ目は住民運動の活発

化や民間企業の法務重視の姿勢などである。「平成

11年度行政事件の概況J (法最高裁判所事務総局

行政局曹時報52巻9号， 2000年)によれば，最近

の傾向として住民訴訟などの件数が多くなってき

ており，地方自治関係の事件が 1999年は 644件，

過去 10年間のうち最低な年の 218件と比べて 3

倍以上にも増大している。また，民間企業でも経

営環境や法的環境の大きな変化に対応し，企業法

務を重視する傾向がみられる。

これからは，このような司法分野の環境などが

変わりつつあることを十分認識しておく必要があ

るだろう。日頃の職員の法的思考や法的折衝も含

め，訴訟に対する自治体の取り組みをどのように

していくかは，今後早急に検討していかなければ

いけない。

第3節法務支援体制の基本フレーム

| 支媛体制の最終目的

小規模自治体に対する法務支援は最終的には職

員の資質の向上にあるといえる。小規模自治体で

の法務の課題は，法務課や法務室の設置により解

決を図るよりも，職員の資質の向上などにより解

決を図るほうがよいと考える。つまり，小規模自

治体の職員が抱える事務範囲が広く，一極集中型

の組織形態では問題を解決することが難しいから

である。そのため小規模自治体の職員は一人ひと

りが地域を総合的にみて判断し，地域課題の解決



を図る必要があり，そのときに法的思考が特に必

要である。今後，小規模自治体にとってこの法思

考型職員の養成が非常に重要となるだろう。

2 r自治体法務支援室」の設置

法務支援が必要であるという認識に立ち，自治

体の法務を補完する機能をどのような形にすべき

か，小規模自治体の現状を踏まえた上で明確な支

援組織が必要でトあると考え I自治体法務支援室」

構想を提案したい。

この「自治体法務支援室」には，小規模自治体

の法務に対する総合調整機能，つまり法務コー

ディネーター機能が必要であると考えている。つ

まり，法務の分野は広範で，すべての機能を「自

小規模自治体
(行政・議会)

法務へのアプローチ
. C R 活動
.目標の設定

・人材の育成
.横断的組織設置

・政策形成

-情報交換
・相互研究
.人材開発

・講師養成

研究会

・新条例の解釈

ポイント整理

支援体制の

総合調整

〈データベース〉

人材パンク
協力機関・団体パンク
法務情報

政策情報
自治体情報

法務支援室(大学へ)

・情報提供

・人材派遣

.インターンシップ受入

国-地方6団体
地方分権推進本部

分権時代における自治体法務に関する考察

治体法務支援室」で保持することは不可能に近い

と思われる。そこで，既存の法務に長けた人材や

機関，団体のデータを保持して，そこと小規模自

治体を結び付けたり，小規模自治体の課題解決の

ために支援してもらうように働きかけたりする総

合調整機能を有したものにすべきであると考え

る。

このような面から支援組織を設置するとして，

どこに，どのような形で設置すべきかという課題

が残る。これには，①都道府県②自治体による広

域連携など③既存の自治体連合組織④大学等の研

究機関⑤民間の 5つの選択肢が考えられる。国は，

全国にある小規模自治体に対して個々に支援する

体
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.情報供給(関連情報提供)

相談支援(活動支援)

.訴訟支援(事後的対応)

.予防支援(事前対応)

相互協力体制
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情報提供等委託契約
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・情報の提供
・人材派遣
.法務室運営助言

・図書館の利用

図2 小規模自治体への自治体法務支援体制構図

都道府県

NPO・住民団体

弁護士会など

民間支援等会社

(コンサルタント)

大学等研究教育協力機関
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ことが難しく，現実的でないため除外した。

現状，都道府県，大学では法改正などにより独

立行政法人化など構造的な改革が進められてお

り，支援という形では問題がないが，設置主体と

しては難しいと思われる。また，広域連携で行う

場合，どのような規模，形の連携にするのかが問

題となり，自治体聞が協力して協議会などの設置

を行うためには，強力なリーダーシップが必要で

ある。さらに民間企業に外部委託をすることは，

自治体の根幹の法務を人の手に委ねることにな

り，自治の主体性の問題が残るといわざるを得な

い。地方分権の方向性に逆行するものと考えざる

を得ない。

当面，町村会(自治体連合組織)がリーダーシツ

プをとった形で小規模自治体での広域連携が望ま

しいと考える。町村会の形態は全国ぱらぱらであ

り，組織規模も違うことから，設置主体と成り得

るかどうか判断がつきにくいが，規模がある程度

大きい町村会が独自に支援組織を設置することに

は問題がないし，歓迎されるべきであろう。

3 具体的機能

支援体制の構図を示し，その支援の事業内容及

び支援の体制を提示していきたい(図 2)。

大きな柱は，①相談業務②情報収集提供③人材

の育成④訴訟対応支援⑤研究会の設置の 5つであ

る。これら 5つの事業を補完するための情報デー

タベースの構築も必要である。

支援の体系は直接支援と間接支援の大きく 2つ

にわけることができる。直接支援は I自治体法務

支援室」から直接的に情報提供，相談に対するア

ドバイス，法務能力の向上，訴訟対応支援などを

行うもので，間接支援は，他の機関などに協力を

要請しながら，協力機関が直接小規模自治体を支

援していくというものである。

相談業務であるが，小規模自治体でどれくらい

の法務相談事項が発生しているか定かではない

が，相談がしやすい環境を設定して多くの相談を

受け，基本的な職員の疑問を解決し，法務能力を

底上げすることが主な目的となる。面倒な相談手

続きにすると職員に敬遠されることにも注意しな
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ければいけない。気軽に相談できるものとし，小

規模自治体職員が少しでも法務へのアプローチが

しやすくなることが重要で、あると考える。このバ

ランスを今後明確にし，長崎県町村会が提案して

いるように，受け手用と相談用のチェツクシート

形式の用紙をつくり，そのチェック項目にそって

相談内容を明確化する方法がよいと考える。相談

へ移るための基本的な事項を押さえる方法であ

り，具体的な相談業務へ移る際にとても重要であ

る。もちろん，緊急性の高いものや軽微なものは

受け手側のみのチェツクシートのみで行うなどの

工夫も必要であろう。日常のささいな法的な疑問

もできるだけ素早く対応することが必要である。

情報収集提供業務は，この「自治体法務支援室」

にとって最も重要な位置を占める。特に情報デー

タベースの構築は I自治体法務支援室」の仕事を

補完する役割を担わなくてはならない。ただ，情

報データベースといっても，すべての情報を収集

し保管するという概念ではない。都道府県など支

援協力機関の既存のデータを利用しながら，実際

にそのデータがどこにあるのか検索できるような

仕組みにしておくことが必要である。もちろん，

他にデータがないものについては，独自にデータ

ベース化していく必要はあるが，情報提供をして

もらえる機関との協力を得て構築していく連携型

データベース化を図る必要があるだろう。

人材の育成であるが，現在進行中の研修体系を

踏まえながら考察していくことが必要である。特

に法務，政策法務研修の充実を求める必要がある。

今後は「自治体法務支援室」が独自で研修をつく

るのではなく，都道府県や市町村の研修機関など

と協力しながら，小規模自治体の意向も踏まえた

研修体系を確立することが必要であると考える。

小規模自治体に対する訴訟対応支援は，今後重

要性を増してくる。今後，訴訟法務の対応を積極

的に進めていくにしても，司法に対する知識や訴

訟ノウハウはすぐに習得できない。小規模自治体

の体制の整備を行っている聞にも，訴訟が起こる

可能性があり，訴訟や法的な論争を避けて通るこ

とはできない。このような状況を考慮して積極的



に支援していく必要がある。現在，町村に対して

は町村会が法律相談制度(19)など設けて対応して

いるが，これらも含めて対応するための体制を協

議する必要があるだろう。

最後に，-自治体法務支援室」内に設置する研究

会の役割について述べる。この「自治体法務研究

会」はいわば運営委員会的な働きも期待される。

つまり「自治体法務支援室」を運営するにあたっ

て，どうしてもその運営形態が硬直化する可能性

があるため，-外からの目」を導入する必要がある。

研究会は，主に 2つの役割を負う。 1つは，新し

い法令などの問題点のポイントの整理などの研究

部分ともう 1つは「自治体法務支援室」の運営に

関し問題等の発見，課題の設定，解決方法の模索

などを行ってもらう役割である O 研究会は，大学

の研究者，自治体職員，弁護士などで構成し，特

殊な問題が発生した場合には，専門の人材を求め

て，アドバイスを受けるなどの柔軟性をもった研

究会にすべきであると考える。

4 機能強化のための連携

「自治体法務支援室」を運営する際，どうしても

専門性や活動において，組織上限界が生じる。ま

た，情報を収集しようとしても，限られた組織体

制の中では，無理がある。しかし，自治体の周り

には，専門的に研究したり，活動したりしている

機関(以下，-研究機関など」という。)が数多く

存在する。これらの研究機関などと協力をしなが

ら，小規模自治体を支援していくことは非常に有

効であると考える。

そこで，①都道府県②大学などの研究教育協力

機関③NPOや住民団体④弁護士会などの4つの

連携と民間企業の活用のあり方を提示しておく。

都道府県のもつ専門的なノウハウを小規模自治

体に対して情報や人材の派遣などにより供給する

ことは非常に有効であると考える。

しかし，都道府県が自治体の立法の支援に対し，

消極的な姿勢をみせれば，-自治体法務支援室」が

小規模自治体の意向を汲み取れ都道府県へ働き

かけるなどの役割が生じる。このような面からも，

「自治体法務支援室」と都道府県が相互連携協力関

分権時代における自治体法務に関する考察

係にあることが望ましいと考える。

また，今後，大学などの機関との連携も検討し

ていく必要があるだろう。大学からは，研究成果

の提供や独自に収集した情報などの提供などが考

えられ，専門家としての豊富な知識が得られる。

「自治体法務支援室」を通して，小規模自治体のレ

ベルの向上に大いに役立つものと思われる。

近年，住民が求めるサービスの多様化とともに

住民活動が活発化し，草の根的な運動がやがて住

民団体やNPOへと変わってきた。その特徴は，そ

れぞれの団体の分野で専門領域があり，同じ専門

領域の団体の結びつきが強いため，高度の専門知

識やノウハウを取得し，団体間での情報の共有が

進んでいることである。つまり，専門知識の蓄積

度合いが高く，行政や研究機関を凌ぐ情報がある。

これらの団体と協力することは，小規模自治体の

運営にとってとても有効である。

弁護士会などとの連携も今必要に迫られてい

る。小規模自治体は，今まで主体的に司法の分野

に関わることが少なかったため，訴訟への対応能

力があまりないといわれている。こうした能力の

向上や支援という意味で，弁護士会や個々の弁護

士との連携を模索していく必要があると考える。

特に，弁護士との連携が必要な理由は，訴訟の経

験が豊富であることである (2九また，自治体側の

あまりにもラフな条例設計により，訴訟では戦い

きれないといった点を弁護士から指摘してもらう

役割も重要と考える。

しかしながら課題もある。自治体に対する支援

の動きはあるが，実際に活動できる弁護士数が少

ない，さらに行政問題に詳しい弁護土が極端に少

ないなどの問題がある。この改善へ向けた取り組

みが待たれる。

民間企業は，膨大な情報量を有しており，この

情報をいかに活用していくかが重要である。これ

を有償であっても取得することが望ましい。「自治

体法務支援室」が効率よく民間と契約し，情報を

整理した中で最大限に活用する方法が最も有効と

考える。自治体の法務を丸投げするという批判も

あるが，一方で独立した研究機関をもって営業を
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行っている民間企業のノウハウも否定できないと

思う。今後は自治体を取り巻くさまざまな資源を

活用する方策を構築する必要がある。

5 r自治体法務支援室」の課題

新たな小規模自治体に対する支援体制を整備す

るとして，その課題となる点は何か。筆者は，大

きく 2つの課題があると考える。 1つは構築前の

課題である。もう 1つは構築後の課題である。構

築前の課題として，主に①人材の確保②情報収集

③ネットワークの構成の3つである O また，構築

後の課題として，主に①利便性②小規模自治体の

姿勢$研究会の運営の 3つを挙げておきたい。

「自治体法務支援室」の運営についてはその総合

調整という観点からも機動性が重視されるべきで

ある。特に人員の確保は容易ではない。そこで，

運営していきながら，その能力を身に付ける方策

が一番ょいと思われる。職員には，機動力が求め

られ，常に情報収集のためのアンテナを張り，情

報を把握したらすぐに対応できる職員の配置が欠

かせないが，自治体の中堅職員が望ましいと考え

る。「自治体法務支援室」を構築する前に人事構成

も含め，ある程度のシミュレーションをf子う必要

カまあろう。

問題なのは r自治体法務支援室」の構築後の運

営である。重要なのは白治体の職員にとって利便

性がよいことである。受け身ではなく r自治体法

務支援室」の側から積極的に利用の促進を図る必

要がある。さらに，相談事例が多ければ，情報の

蓄積もはやく行え，小規模自治体の活動や職員の

能力をはやく向上できる効果も期待できる。その

ためにもできるだけ，積極的に利用される仕掛け

をつくる必要がある。

また r自治体法務支援室」の円滑な運営を可能

にするものの最大の要因は，小規模自治体側の「自

治体法務支援室」への姿勢であるともいえる。外

部委託による条例の作成や相談事例の丸投げと

いった考えに基づく「自治体法務支援室」の活用

は，支援活動をする上で弊害となる。本来，小規

模自治体の支援は，自治体側の法務体制が整備さ

れるまでの期間の支援を想定している。小規模白
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治体の積極的な自助努力に対する支援という考え

が基本である。「自治体法務支援室」の設置目的に

対する当初からの誤解は後々尾を引くものとして

十分注意が必要である。

最後に，研究会の運営についてで、ある。その課

題には委員の確保，研究時間の確保，効率的な運

用などがあるが，特に研究内容については十分注

意する必要がある。モデル条例づくりやケースス

タディなどの研究だけではなく，実務に直結する

ような研究課題の設定が望ましいと思われる。モ

デル条例案をつくってしまうと，それに依拠する

自治体が増えることが予想できるし，実務に役に

立たないものであれば，自治体から敬遠される。

どのような研究会にしていくかは，将来の課題と

して検討しておく問題であろう。

いずれにしても r自治体法務支援室」を設置し

ようとする場合，事前に検討委員会などをつくり，

念入りに役割，運用上の課題を設定し，シミュレー

ションを行いながら，課題解決へ向けた取り組み

が必要ではないだろうか。

第4節戦略的自治体法務

今までの自治体の活動は事後発生的な事案に対

し，課題の解決へ向けた取り組みを行ってきてい

る。実際に予見しうるべき事案は，当初からシミュ

レーションを行い，政策として実行されるべきも

のと考える。小規模自治体は，より住民に近く，

人口が少ない分，地域実状が把握しやすいという

利点がある。その利点をうまく利用し，予測でき

る範囲での政策，立法を含め総合的，多面的に検

討しておくことが重要である。

小規模自治体の予防的な対応については，リー

ガルリスク管理(21)をどのような形で取り入れて

いくか，小規模自治体に対する法務支援体制とと

もに積極的に検討をしていく必要性があるだろ

う。しかし，現実には小規模自治体の組織体制を

考えると，リーガルリスク管理機能をもった組織

を設置することは，例規審査会のような組織しか

可能性が薄い。首長などのリーダーシップにより

積極的に対応しようとする自治体を除いて，例規



審査会などの設置の弊害，形骸化も指摘されてお

り，小規模自治体への法務支援体制がある程度

リーガルリスク管理機能を請け負うことも含め今

後検討していく必要性があるだろう o

おわりに

最後に，本稿で述べた点以外にも，小規模自治

体の法務に関する重要な論点があり，今回の論文

では触れなかった 3つの論点について最後に触れ

ておきたいと思う。

第 1に，小規模自治体での首長の姿勢について

である。自治体法務に限らず，分権時代の小規模

自治体の首長には，その資質と手腕が求められて

し〉る。

第 2に，小規模自治体の議会の役割である。議

会は行政との緊張関係を保ちながら，特により住

民自治に根ざした条例づくりにおいて議会と行政

が一体となって議論をしていく必要がある。

第3に，小規模自治体の総合計画についてであ

る。総合計画には戦略的な法務を行ったり，計画

の実効性を確保するうえで非常に重要な論点があ

る。小規模自治体も計画と法務の関係を今後積極

的に見直す必要がある。

他にも小規模自治体における法務の取り組みに

は論点があるだろう。今後も新たな論点を見出し，

研究していきたいと考えている。

(1) この事件は，武蔵野市宅地開発指導要綱に従

わないマンション業者に対して武蔵野市が上水

道の給水を拒否したことに始まる刑事裁判であ

る。この裁判で，要綱に基づき給水を拒否する

ことは正当な理由がなく水道法に違反するとさ

れた。つまり，要綱には法的根拠がないとされ

た事例として，政策法務論の発展を促した。最

高裁平成元年 11月8日判決判例時報l328号

16頁。

(2) 鈴木庸夫「自治体の政策形成と政策法務」判

例地方自治 133号(1995年)86頁。

(3) 天野巡ー・岡田行雄・加藤良重編著「政策法

務と自治体~ (日本評論社・ 1989年頁。

分権時代における自治体法務に関する考察

(4) 自治紛争処理委員制度(自治法 251条)は，

自治紛争調停委員制度を大幅に見直したもので

あり，自治体聞の紛争の調停，都道府県の関与

に関する審査，審査請求，再審査請求，審査申

立て，審決の申請に係る審理を処理することに

なった。

(5) 最高裁昭和 53年 5月 26日判決民集32巻

3号 689頁。

(6) 斎藤睦発言「分権時代の条例制定」市町村シ

ンポジウム実行委員会編「条例づくりが地域を

かえる~ (公人社.1999年)初版 122頁以下参照。

(7) 2000年 8月末現在の人口である。

(8) 'IRJ活動とは，企業が資本市場で正当な評価

を得るために企業の財務機能とコミュニケー

ション機能を結合して行われる戦略的かつ全社

的なマーケティング活動をすることである

'IRJの概念については，全米IR協会HP参照。

(9) 木佐茂男編著『自治体法務入門(第 2 版)~

(ぎょうせい.2000年)284頁以下参照。

(10) 問題と課題の違いについては，行政上の「問

題」が担当者の意志に関係なく，環境の変化な

どによって勝手に起こってくる，困った事柄を

指すのに対し，課題」は起こっているいろいろ

な問題の中から，担当者が解決の手を打とうと

決めた事柄を指す。

(11) 磯崎氏がまとめた特徴的な議論を紹介する。

①完全自治体論②半国家的団体論(中間団体論)

③機能的団体論④市町村連合論⑤成熟した統治

主体論(デモクラシー拠点論)⑥媒介機能評価

論⑦高次団体的性格論の 7つである。磯崎初仁

「分権改革の焦点は都道府県にあり 新しい

「都道府県のかたち」の創造」西尾勝編著『都道

府県を変える 国・都道府県・市町村の新しい

関係~ (ぎょうせい.2000年)22頁以下参照。

(12) ニセコ町の取り組みについては，ニセコ町資

料「ニセコ町の取り組みの概要J. 逢坂誠二『自

治の課題とこれから~ (ブックレツト No.29)(北

海道町村会・1999年).片山健也「住民との情報

共有への取り組み」大森輔・上田紘士編著『組

織の開発と活性化~ (ぎょうせい・1998年)86頁
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以下，逢坂誠二HPを参照。

(13) 審査内容の要件は①新たに制定する条例及び

規則②全部を改正する条例及び規則③その他必

要と認める条例及び規則の 3つからなる。

(14) 東川町の取り組みについては，筆者が2000年

2月に直接東川町で取材した内容及びその際収

集した条例審査に関する資料などを参考に執筆

した。また，山田孝夫『改革の主体は現場にあ

り一一分権改革を虚像としないために~ (ブック

レツト N0.42) (北海道町村会・ 1999年).東川

町HPなどを参照。

(15) 長崎県町村会の取り組みについては，筆者が

2000年 7月に直接長崎県町村会で取材した内

容及びそのときに収集した資料「法規室の設置

について」を参考に執筆した。また，長崎県HP.

長崎県市町村職員研修協議会資料「平成 12年

研修概要J.r地方行政J(2000年8月28日発行)

などを参照。

(16) 1995年8月に地方 6団体組織する地方自治

各立対策協議会の中に設立された。地方6団体

とは全国知事会，全国市長会，全国町村会，全

国都道府県議会議長会，全国市議会議長会，全

国町村議会議長会をいう。

(17) 地方分権推進本部の取り組みについては，吉

田敏治vs木佐茂男「地方分権と自治体の法務」

フロンティア 180第36号(北海道町村会.2001 

年) 6頁以下，地方分権推進本部HPなどを参

日召。

(1ゆ 白治体法務合同研究会については，地方分権
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情報ファイルrr分権元年第6回自治体法務合

同研究会mくまもと」開催」月刊「地方分権」

17号(ぎょうせい・2000年)109頁，田中孝男

「政策法務の未来を探る光に~自治体法務合同

研究会PartII J月刊地方自治職員研修 12月号

(公職研・ 2000年)81頁を参照。

(19) この法律相談制度を設置している町村会の数

は定かではないが，北海道町村会では.1981年

6月に弁護土と顧問契約を結び，無料で町村の

法律相談に応じている。相談実績は.1999年2

月までに延べ 431件の相談があった。主な相談

内容は，公共事業発注後の業者倒産への対応，

公用車の交通事故対応，学校事故，土地分譲契

約指導，職員の処分問題などである。

(20) 飯村佳夫「企業法務と弁護士の役割」関西大

学法学研究所企業法務研究班『企業法務の機能

と組織~ (研究叢書第 13冊)(関西大学法学研究

所・ 1995年)40頁。

間 リーガルリスク管理とは，条例等の適法性を

問う訴訟が提起されたときのために，その条例

などの制定手続の際に適法性を担保する，法的

整合性を図る法務(条例などが違法と判断され

るリスクを最小限にする)のことをいう。脇田

英樹「自治体法務組織に関する一考察 条例

等制定手続きを中心に 」北大法学研究科

ジュニア・リサーチ・ジャーナル(北海道大学

大学院法学研究科・ 1998年)282頁以下参照。

(ふくむら かずひろ ニセコ町役場)
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